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第 1 章 計画策定にあたって 

１.計画策定の背景と趣旨 

 

高齢化の進展に伴い介護を必要とする高齢者(※)が増加するなかで、核家族化の進行等要介護者を

支えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、平

成１２年４月に介護保険制度がスタートし、２０年以上が経過しました。本町では平成１２年３月に第１期介

護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行い、今回で第９期を迎えます。 

この間、要介護者の増加に伴う介護給付費の増加、介護保険料の上昇、介護サービス提供体制の担い

手である介護従事者の育成・確保、地域医療と介護の連携、認知症対策など、様々な課題が顕在化して

きています。 

今後、団塊の世代(※)すべてが７５歳以上となる令和７（2025）年を迎え、団塊ジュニア世代 (※)が

６５歳以上の高齢者となる令和２２（２０４０）年を超えるまで高齢人口の増加傾向が続くことを見据えて、

たとえ介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるように、

医療、介護、保健・予防、住まい・住まい方、生活支援・見守り等が一体的に提供される「地域包括ケアシ

ステム」の深化・推進が必要となっています。加えて、高齢者をはじめ支援を必要とする人を、住民同士

がお互いに支え合う「地域共生社会」の構築が求められています。 

本町の６５歳以上人口の割合（高齢化率(※)）は 24.6％（令和５年４月１日現在）となっており、住民

の４人に一人が高齢者となりつつあります。こうした中、介護保険制度の持続可能性を確保しつつ、実

効性のある介護予防体制の更なる充実をはじめ、高齢者を取り巻く様々な課題に適切に対応していく

ことが求められています。 

これらを踏まえて、本町における介護保険事業に係る基本的事項を定め、適切な介護サービスの提供、

地域支援事業の充実等を図るとともに、高齢者が住み慣れた地域や家庭で、安心して暮らし続けられる

体制づくりに向け、高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画（以下、「本計画」という。）を策定しました。 

 

２.計画の位置づけ 

 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８の規定

に基づく「老人福祉計画」と介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条の規定に基づく「介護保険事

業計画」の２つの計画を一体的に策定するものです。 

高齢者福祉計画は、高齢者の健康と福祉の増進を図るために定める計画であり、介護保険事業計画

は介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために定める計画となっています。 

本計画は、将来における本町のあるべき姿と進むべき方向について、基本的な指針を定めた上位計

画である「府中町第４次総合計画（H28～R7，改定 R3～R7）」との整合性を図り、「府中町第３次地域

福祉計画（R5～R9）」等との調和を保ちながら策定を行いました。 

また、広島県が策定する「第 9 期ひろしま高齢者プラン」等との整合も図りました。  
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【計画の位置づけ】 
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３.計画の期間 

 

本計画は、令和２２（2040）年度を見据えた令和６年度から令和８年度までの３年間を一期とする計

画とします。 
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４.計画の策定方法 

 

 

介護保険法第１１７条において、介護保険事業計画の策定にあたっては、被保険者の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずることが求められています。 

また、高齢者福祉は、地域に関わるすべてのものが主役となって進めていく必要があることから、

本計画の策定にあたっては、住民、介護事業所、関係機関等の参加・参画により幅広く意見を聴き、

その意向を反映した計画としていくことを基本とし、次の方法で策定を進めました。 

 

《住民参加・参画の手法》 

本計画の策定を住民参加・参画により進めるために、次の取組を行いました。 

● 府中町介護保険事業運営協議会の開催と意見聴取 

● 高齢者福祉・介護保険に関するアンケート調査の実施（住民、介護サービス事業所等） 

● パブリックコメントの実施 

 

(１) 府中町介護保険事業運営協議会の開催と意見聴取 

介護保険被保険者の代表者、保健・医療・福祉関係者、介護保険事業者で構成する介護保険事業

運営協議会において、本計画の策定にあたり必要な検討及び意見の聴取を行いました。 

 

(２) アンケート調査の実施（町民、介護サービス事業所等） 

 

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

高齢者の日常生活や健康状態、介護保険制度に対する意見、高齢者福祉施策に関する要望等を

把握することにより、本町の実態に即した計画策定の基礎資料とするため、次のとおり調査を実

施しました。 

調査内容 国が示した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査票」に独自設問を加えて作成 

調査対象 
要介護認定を受けていない６５歳以上の高齢者（一般高齢者、介護予防・日常生活

支援総合事業対象者、要支援者） 

対象者数 １,０００人 （無作為抽出） 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 令和５年３月１０日～令和５年３月３１日 

回収結果 調査数    １,０００人 有効回収数   ６９６人 有効回収率  69.6％ 

◎介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の概要は、Ｐ101～Ｐ117 に掲載しています。 

 

 

  

計画策定の進め方の基本 -住民参加・参画- 
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➁ 在宅介護実態調査 

高齢者の在宅生活の継続と介護者の就労継続に効果的なサービス利用等を把握するため、次

のとおり調査を実施しました。 

調査内容 国が示した「在宅介護実態調査票」に基づき作成 

調査対象 
在宅で生活している要介護・要支援者のうち「要介護・要支援認定(※)の更新申

請・区分変更申請」を行った６５歳以上の高齢者 

対象者数 郵送調査 １,１００人 （無作為抽出） 、聞き取り調査 １２５人 

調査方法 郵送による配布・回収及び認定調査員による聞き取り調査 

調査期間 
郵送調査 令和５年３月１０日～令和５年３月３１日 

聞き取り調査 令和４年１１月～令和５年３月 

回収結果 
郵送調査数     １,１００人 有効回収数  ６９２人 有効回収率  ６２.９％ 

聞き取り調査数  １２５人 有効回収数  １２５人 － 

◎在宅介護実態調査結果の概要は、Ｐ118～Ｐ125 に掲載しています。 

 

➂ 介護サービス事業所等実態調査 

介護サービス事業所等の現状・課題等を把握し、計画策定の基礎資料とするため、次のとおり調

査を実施しました。 

調査内容 
「介護人材の確保について」と「サービスの第８期の取組と課題について」の２分類

で構成 

調査対象 町内の介護サービス事業所等（６７事業所） 

調査方法 郵送による配布・回収を実施 

調査期間 令和５年５月２５日～令和５年６月１２日 

回収結果 調査数        ６７件 有効回収数     ６３件 有効回収率   94.0％ 

◎介護サービス事業所等実態調査結果の概要は、Ｐ126～Ｐ131 に掲載しています。 

 

(３) パブリックコメントの実施 

広く住民の意見を反映させるため、内容（案）を公表し、意見の募集を行いました。 

公表・意見募集期間 令和６年 2 月 2 日～令和６年 2 月 22 日 

公表物の掲示場所 
町ホームページ、高齢介護課、本庁２階ロビー、マイ・フローラ南交流セン

ター 

意見募集の周知方法 町ホームページ、広報ふちゅう 

意見提出方法 窓口提出、郵送、ファクシミリ、電子メール 

意見募集の結果 意見提出件数   ●件 

◎意見の主旨と町の考え方は、Ｐ●～Ｐ●に掲載しています。 
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５.日常生活圏域の設定 

 

本計画では、住み慣れた地域で介護保険サービスが利用できるよう、「日常生活圏域」を基本としてサ

ービス提供拠点の確保を図ります。この日常生活圏域は、面積や交通網、社会資源の設置状況等を踏ま

えて設定することとされています。本町は周囲を広島市に囲まれ、町域は東西４.１８㎞、南北５.２０㎞で

面積は１０.４１ｋ㎡のコンパクトな町であり、町全域を１つの日常生活圏域としています。 

 

施設名称 愛称名 

揚倉山健康運動公園 ＷＡＣＴＯＲＹパーク揚倉山 

ふれあい福祉センター マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター 

空城山公園 チェリーゴード空城パーク 

府中南交流センター マイ・フローラ南交流センター 



7 

６.計画の方向性 

 

(１) 第９期介護保険事業計画策定のための国の基本指針 

 
 
 

● 計画期間中には、団塊の世代全員が７５歳以上となる令和７（2025）年を迎える。 

● 高齢者人口がピークを迎える令和２２（2040）年を見通すと、８５歳以上人口が急増し、医療・介

護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者が増加する一方、生産年齢

人口が急減することが見込まれている。 

● 中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備すると

ともに、地域の実情に応じて地域包括ケアシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生

産性の向上を図るための具体的な施策や目標の優先順位を検討した上で、介護保険事業計画に定

めることが重要となる。 

 
 
 

① 介護サービス基盤の計画的な整備 

ア 地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

● 中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込等を適切に捉えて、施設・サービス種別の変

更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介護サービス基盤を計画

的に確保していくことが必要 

● 医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効率的かつ効果的に

提供する体制の確保、医療・介護の連携を強化することが重要 

● 中長期的なサービス需要の見込みについて、サービス提供事業者を含む地域の関係者と共

有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 

イ 在宅サービスの充実 

● 居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機

能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービス（※）の更なる普及 

● 居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービスの整備

を推進することが重要 

● 居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設による在宅診

療支援の充実 

 

② 地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組み 

ア 地域共生社会の実現 

● 地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るものであり、

制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を越えて、地域住民や多様な主体によ

基本的な考え方 

見直しのポイント 
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る介護予防や日常生活支援の取り組みを促進する観点から、総合事業の充実を推進 

● 地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、重層的支援体

制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援などを担うことを期待 

● 認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深めることが重要 

イ デジタル技術を活用し、介護事業者間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・介護

情報基盤を整備 

ウ 保険者機能の強化 

● 給付適正化事業の取り組みの重点化・内容の充実・見える化 

 

③ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性の向上 

● 介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防止、

外国人材の受入環境整備などの取り組みを総合的に実施 

● 都道府県主導の下で生産性の向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。介護の経営の

協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用 

● 介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 

 

(２) 計画の方向性 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査、介護サービス事業所等実態調査を通じ

て、結果を分類し集約していくと次の計画の方向性が見えてきました。 
 

➊ 心身ともに健やかで自分らしい生活がしたい 

➋ 住み慣れた地域で安心して生活をしたい 

➌ 家族にできるだけ負担をかけずに生活したい 
 

誰もが自分らしい暮らしを実現するために、第８期の取組と課題を整理し、具体的な高齢者福祉施

策へとつなげていきます。 

 

➊ 心身ともに健やかで自分らしい生活がしたい 

 

介護・介助が必要になった主な原因で最も割合が高いのは「骨折・転倒」で２０．５％とな

っており、２０２０年の調査結果と比較すると１１．３ポイントと大幅に増加しています。 

また、外出を控えている人において、外出を控えている理由で最も割合が高いのは「足

腰などの痛み」で５０．０％と半数に達しています。 

現在治療中、または後遺症のある病気では、本町のみならず他の市町でもみられる傾

向ではありますが、高血圧が４２．１％と最も割合が高く、次いで「筋骨格の病気（骨粗しょ

う症、関節症等）が１９．８％と２割近くになっています。 
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活動範囲と健康の関連性は非常に重要であり、一般的に活動範囲が広いほど健康状態

が良い傾向にあります。また、外出の頻度や活動範囲は、社会的関係を高めるとともに、

心理的健康や身体的健康、健康寿命など様々なものに影響を及ぼします。 

そのため、外出する“きっかけ”や“場所”を創出する取組や、健康づくり・介護予防の取

組を推進していく必要があります。 

 

新型コロナウイルス感染症感染拡大は、社会全体に様々な影響を与えましたが、外出や

交流の制限により、人々の健康や交流にも多大な影響を与えました。パンデミック（感染

症の世界的大流行）の経験をもとに、新しい生活様式と健康づくりを考えるとともに地域

コミュニティを広げていくことが必要になります。 

アンケートの結果では、地域活動に参加したきっかけが「自分がやりたいと思う活動が

あったから」の割合が３５．４％、「友人や地域住民から誘われたから」が３３．９％と高くな

っています。 

一方、参加していない理由では、男性は「関心がないから」が、女性は「健康上、身体的

な理由で参加しにくいから」が約４割を占めています。 

活動的な生活を維持するためには、心身の健康が不可欠であり、それ以外にも住民相

互の声かけや関心の持てる活動の創出が求められます。 

今後、住民が関心を持てる活動内容などの情報を積極的に発信し、地域のあらゆる社

会資源が一体となって取り組む体制の構築が必要になります。 

 

➋ 住み慣れた地域で安心して生活したい 

 

介護が必要な状態になっても「在宅」で暮らしたいと回答した人が２０２０年の調査結果

と同様半数近くに上り、多くの高齢者が住み慣れた在宅での暮らしを希望していることが

わかりました。 

よく会う友人・知人では「近所・同じ地域の人」の割合が３９．８％と最も高く、次いで「趣

味や関心が同じ友人」が３３．８％となっています。男性は、女性に比べ「仕事での同僚・元

同僚」の割合が高くなっていますが、「仕事での同僚・元同僚」の割合は年齢が高くなるに

つれ低くなり、「近所・同じ地域の人」の割合は高くなっています。 

友人や知人との交流は健康に多くの面で影響を与えるとされており、「近所・同じ地域

の人」との関係性が重要になることがうかがえます。 

 

住み慣れた場所で人生の最期まで暮らし続けるためには、「地域包括ケアシステム」の

構築と、地域の人が相互に人格と個性を尊重し共生する社会「地域共生社会」の実現が重

要です。 

そのため、地域の医療・介護の関係団体が連携して包括的かつ継続的な在宅医療と介

護を一体的に提供できる連絡体制、包括的な支援を担う地域包括支援センターの機能強

化、行政、支援機関、住民等あらゆる社会資源が連携した取組を構築し、重層的に住民を
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支えていく環境・体制が必要になります。 

 
➌ 家族にできるだけ負担をかけずに生活したい 

 

介護が必要な状態になっても「在宅」で暮らしたいと回答した人が半数近くになるのに

対し、今後どのように介護したいかという設問においては「自宅で介護したい」は２割強に

とどまっています。また、「施設」での生活を希望する人の希望の理由では、７割以上の人

が「家族等に介護の負担をかけたくないから」としており、家族への負担を気にして「在

宅」での生活をあきらめるという傾向がみられます。 

在宅で介護する人においては、３割以上の人が「外出の付き添い、送迎等」、「認知症状

への対応」、「入浴・洗身」で不安を感じている状況にあります。また、介護を受けている人

においては、四分の一前後の人が「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」と「外出同行（通

院、買い物など）」は、在宅生活を続ける上で必要な支援として挙げています。 

介護サービス事業所においては、人材確保に難しさを感じている事業所が９割以上に

達し、介護人材の不足により職員の高齢化等の諸問題も生じています。 

 

介護する家族の負担を軽減するためには、レスパイトケア(※)、介護サービスの利用、

相談体制の充実、周囲の協力（社会的サポート）、介護知識・技術の向上など様々な取組が

ありますが、「共生」と「予防」の視点を持ち、地域全体で支え合うという意識の醸成が必

要です。 

また、小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの地域密着

型サービスは、中重度の要介護状態になっても自宅で無理なく生活するために、利用者の

リズムに合わせて、回数、時間にとらわれない柔軟なサービスになりますので、これらのサ

ービスを利用しながら、住民の希望に沿った「在宅」での生活を継続できるよう、サービス

の情報提供とともに、介護サービスの基盤整備を進めていくことが求められます。 

また、介護サービスの基盤を維持していくためにも、介護人材の確保は急務の課題であ

り、介護現場のイメージ向上や介護現場の働きやすい環境づくり、ボランティアの活用等、

介護サービスが適切に利用できる体制づくりを図ることが重要になります。 
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第 2 章 高齢者をめぐる府中町の現状と推移 

１.高齢者人口の現状と推計 

 

(１) 人口構成 

令和５年４月１日の住民基本台帳によると、男性２５,９１８人、女性２６,８９７人の合計５２,８１５人

です。年齢階層別にみると、男性は４０歳代、女性は５０歳代が最も多くなっており、次いで男性は５０

歳代、女性は４０歳代が多くなっています。 

１０年前の平成２５年４月１日と比較すると、７０歳以上のすべての年齢階級で人口が増加していま

す。 

 

資料：平成２５年、令和５年 住民基本台帳（４月１日時点） 

（単位：人）

R5 H25 年齢 H25 R5

5 2 100以上 19 27

46 24 95～99 104 140

191 93 90～94 278 456

524 276 85～89 558 860

920 606 80～84 889 1,254

1,229 978 75～79 1,216 1,490

1,448 1,240 70～74 1,469 1,650

1,377 1,529 65～69 1,650 1,392

1,475 1,731 60～64 1,796 1,521

1,762 1,539 55～59 1,473 1,747

1,977 1,611 50～54 1,621 2,034

2,001 1,844 45～49 1,816 1,926

1,758 2,038 40～44 2,100 1,713

1,762 2,012 35～39 1,912 1,698

1,651 1,722 30～34 1,660 1,527

1,445 1,482 25～29 1,486 1,340

1,180 1,316 20～24 1,254 1,172

1,249 1,334 15～19 1,282 1,125

1,255 1,333 10～14 1,262 1,291

1,423 1,293 5～9 1,140 1,306

1,240 1,234 0～4 1,285 1,228

　令和5年  平成25年

令和5年総人口
52,815人

平成25年総人口
51,507人

平成25年 25,237人 平成25年 26,270人

令和5年 25,918人 令和5年 26,897人

男性計 女性計

〔男性〕 〔女性〕

0 500 1,000 1,500 2,000 2,50005001,0001,5002,0002,500
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(２) 人口と高齢化率の推移 

人口の推移をみると、令和５年から減少し続け、団塊ジュニア世代が６５歳になる令和２２年には

令和３年の人口よりも２,９９６人減少するものと予想されます。 

人口減少の要因として年少人口と生産年齢人口の減少が挙げられ、内訳は年少人口が１,０２５人、生

産年齢人口は３,９２２人の減少が予想されます。一方、高齢者人口は１,９５１人の増加が予想され、

内訳をみると前期高齢者が６９９人、後期高齢者が１,２５２人の増加となっており、介護の必要性が

高まるとされる７５歳以上の人口増加が顕著になっています。 

なお、全国の高齢化率は２９.０％（令和４年１０月１日現在、「令和５年度版高齢社会白書」より）と

なっていますが、本町の高齢化率をみると、令和７年は２５.０％、令和２２年は３０.０％になるものと

予想され、比較的若いといわれた本町においても高齢化が着実に進展していくと考えられます。 

 

[人口と高齢化率の推移] 

  

第 8 期 第 9 期 
令和22年 

(2040年) 
令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 

(2021年) (2022年) (2023年) (202４年) (202５年) (202６年) 

 総人口（人） 52,352 52,935 52,815 52,628 52,512 52,399 49,356 

 年少人口（0～14 歳） 7,633 7,795 7,743 7,740 7,726 7,677 6,608 

 生産年齢人口（15～64 歳） 31,870 32,135 32,063 31,816 31,660 31,475 27,948 

 高齢者人口（65 歳以上） 12,849 13,005 13,009 13,072 13,126 13,247 14,800 

 （高齢化率） 24.5％ 24.6％ 24.6％ 24.8％ 25.0％ 25.3％ 30.0％ 

  前期高齢者（65～74 歳） 6,231 6,163 5,867 5,552 5,451 5,415 6,930 

  （人口比） 11.9％ 11.6％ 11.1％ 10.5％ 10.4％ 10.3％ 14.0％ 

  後期高齢者（75 歳以上） 6,618 6,842 7,142 7,520 7,675 7,832 7,870 

  （人口比） 12.6％ 12.9％ 13.5％ 14.3％ 14.6％ 14.9％ 15.9％ 

資料：令和３年～令和５年は住民基本台帳（各年４月１日）実績 

令和６年～令和８年及び令和２２年はコーホート変化率法による推計値 

 

[人口と高齢化率の推移]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2021年) (2022年) (2023年) (2024年) (2025年) (2026年) (2040年)

7,633 7,795 7,763 7,760 7,726 7,677 6,608

39,870 32,935 32,063 39,896 39,660 39,675
27,968

92,869 93,005 93,009 93,072 93,926 93,267
96,800

52,352 52,935 52,895 52,628 52,592 52,399
69,356
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【前期高齢者・後期高齢者の推移】 

総人口に占める後期高齢者の割合は、令和２２年まで増加し続けると予想されます。一方、令和８

年まで減少傾向にあると予想される前期高齢者も令和２２年には増加に転じ、総人口に占める割合

は令和８年度から令和２２年度で３.７ポイント増加するものと予測します。 

 
 

[前期高齢者・後期高齢者の推移]  
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総人口に占める

後期高齢者の割合

(2021年) (2022年) (2023年) (2024年) (2025年) (2026年) (2040年)

6,239 6,963 5,867 5,552 5,659 5,695
6,930

6,698 6,862 7,962 7,520 7,675 7,832

7,870

92,869 93,005 93,009 93,072 93,926 93,267
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(３) 高齢者世帯の推移 

高齢者がいる世帯の推移をみると、介護保険制度が創設された平成１２年から令和２年の２０年

間で３,４０１世帯増加しています。 

また、「高齢者単身（ひとり暮らし）世帯」や「高齢者夫婦世帯」などの高齢者のみの世帯の割合が

高くなっています。 

今後も全世帯に占める高齢者世帯の割合が高くなっていくものと予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        （単位：世帯） 

   平成 12 年 

（2000 年） 

平成 17 年 

（200５年） 

平成 22 年 

（20１0 年） 

平成 27 年 

（20１５年） 

令和２年 

（20２0 年） 

令和２２年 

（20４0 年） 

（１） 全世帯 19,137 19,794 20,224 21,095 21,597 23,258 

 
（２） 高齢者世帯 4,755 5,632 6,673 7,690 8,156 11,762 

 
 ① 高齢者単身世帯 1,114 1,415 1,803 2,203 2,508 4,006 

 
 ② 高齢者夫婦世帯 1,167 1,493 1,832 2,251 2,440 3,797 

 
 

③ 高齢者同居世帯 

  （高齢者夫婦世帯を除く） 
2,474 2,724 3,038 3,236 3,208 3,959 

 
（３） 高齢者世帯以外の世帯 14,382 14,162 13,551 13,405 13,441 11,496 

資料：平成１２年～令和２年 国勢調査 

令和２２年 世帯主率法による推計値 

(2000年) (2005年) (2010年) (2015年) (2020年) (2040年)

9,996 9,695 9,803 2,203 2,508
6,0069,967

9,693
9,832

2,259
2,660

3,797

2,676
2,726

3,038
3,236

3,208

3,959

96,382
96,962

93,559
93,605

93,669

99,696

99,937
99,796

20,226
29,095

29,597

23,258

26.8

28.5

33.0

36.5
37.8

50.6

0

10

20

30

40

50

60

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和22年

（％）(人）

 高齢者単身世帯  高齢者夫婦世帯

 高齢者世帯以外の世帯 全世帯に占める高齢者世帯の割合

高齢者同居世帯
（高齢者夫婦世帯を除く）



15 

２.介護保険事業の状況 

 

(１) 要介護・要支援認定者の状況 

要支援認定者数の推移をみると、令和３年度から令和８年度まで毎年増加し、令和２２年度には令和

３年度よりも２５１人多い８８０人になると推計しています。 

要介護認定者数は、令和３年度から令和５年度までは減少するものの、令和６年度以降は増加し、

令和２２年度には令和３年度よりも２８８人多い１,９３５人になる見込みです。 

要介護・要支援認定者の合計数の推移では、令和３年度から令和２２年度で５３９人増加し、認定

率は 18.8％まで上昇する見込みです。認定者の増加は、高齢者人口（特に後期高齢者人口）の増加

に伴うものと考えられ、今後も進んでいくと予想されます。 
 

[介護度別認定者数の推移]  
    

 

 （単位：人） 

区分 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和22 年度 

(2021 年) (2022 年) (2023 年) (2024 年) (2025 年) (2026 年) (2040 年) 

要介護・要支援 

認定者計 

第 1 号被保険者 2,239 2,243 2,234 2,295 2,333 2,393 2,781 

第 2 号被保険者 37 36 40 41 41 41 34 

計 2,276 2,279 2,274 2,336 2,374 2,434 2,815 

 

要支援者計 

第 1 号被保険者 615 652 700 731 740 758 864 

 第 2 号被保険者 14 16 19 19 19 19 16 

 計 629 668 719 750 759 777 880 

  

要支援 1 

第 1 号被保険者 302 300 286 292 295 300 337 

  第 2 号被保険者 4 6 7 7 7 7 6 

  計 306 306 293 299 302 307 343 

  

要支援 2 

第 1 号被保険者 313 352 414 439 445 458 527 

  第 2 号被保険者 10 10 12 12 12 12 10 

  計 323 362 426 451 457 470 537 

 

要介護者計 

第 1 号被保険者 1,624 1,591 1,534 1,564 1,593 1,635 1,917 

 第 2 号被保険者 23 20 21 22 22 22 18 

 計 1,647 1,611 1,555 1,586 1,615 1,657 1,935 

  

要介護 1 

第 1 号被保険者 470 408 394 395 405 415 466 

  第 2 号被保険者 6 4 4 4 4 4 3 

  計 476 412 398 399 409 419 469 

  

要介護 2 

第 1 号被保険者 424 442 408 416 421 426 492 

  第 2 号被保険者 5 6 5 6 6 6 5 

  計 429 448 413 422 427 432 497 

  

要介護 3 

第 1 号被保険者 290 307 306 319 325 337 405 

  第 2 号被保険者 5 2 5 5 5 5 4 

  計 295 309 311 324 330 342 409 

  

要介護 4 

第 1 号被保険者 265 263 272 274 279 287 347 

  第 2 号被保険者 4 3 4 4 4 4 3 

  計 269 266 276 278 283 291 350 

  

要介護 5 

第 1 号被保険者 175 171 154 160 163 170 207 

  第 2 号被保険者 3 5 3 3 3 3 3 

  計 178 176 157 163 166 173 210 

          （単位：％） 

認定率（第 1 号被保険者） 17.3 17.2 17.1 17.6 17.8 18.1 18.8 

資料：令和３年度～令和５年度 介護保険事業状況報告（暫定版） （各年９月末） 

令和６年度以降 厚生労働省「見える化」システム将来推計 
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[介護度別認定者数の推移（第１号被保険者）]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年度～令和５年度 介護保険事業状況報告（令和 5 年度は暫定版） （各年９月末） 

令和６年度以降 厚生労働省「見える化」システム将来推計 

 

 

[介護度別認定者数の割合の推移]  
  

 

  （単位：％） 

区分 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 22 年度 

(2021 年) (2022 年) (2023 年) (2024 年) (2025 年) (2026 年) (2040 年) 

要支援１ 13.5 13.4 12.8 12.7 12.6 12.5 12.1 

要支援 2 14.0 15.7 18.5 19.1 19.1 19.1 19.0 

要支援者計 27.5 29.1 31.3 31.9 31.7 31.7 31.1 

要介護１ 21.0 18.2 17.6 17.2 17.4 17.3 16.8 

要介護２ 18.9 19.7 18.3 18.1 18.0 17.8 17.7 

要介護３ 13.0 13.7 13.7 13.9 13.9 14.1 14.6 

要介護４ 11.8 11.7 12.2 11.9 12.0 12.0 12.5 

要介護５ 7.8 7.6 6.9 7.0 7.0 7.1 7.4 

要介護者計 72.5 70.9 68.7 68.1 68.3 68.3 68.9 

要介護・要支援認定者計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

資料：令和３年度～令和５年度 介護保険事業状況報告（令和 5 年度は暫定版） （各年９月末） 

令和６年度以降 厚生労働省「見える化」システム将来推計 

  

(2021年) (2022年) (2023年) (2024年) (2025年) (2026年) (2040年)

302 300 286 292 295 300 337

393 352 696 639 665 658
527

670 608 396 395 605 695

666

626 662 608 696 629 626

692
290 307 306

399 325 337

605
265 263 272

276 279
287

367

975 979 956
960 963

970

207

2,239 2,263 2,236
2,295 2,333

2,393

2,789

97.3 97.2 97.9
97.6 97.8

98.9

98.8

0

5

10

15

20

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和22年度

（％）(人）

 要支援１  要支援２

 要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５

　 　  認定率
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(２) 認知症高齢者の状況 

認知症高齢者の日常生活自立度とは、高齢者の認知症の程度とそれによる日常生活の自立度を

客観的に把握するための指標です。状態によって８段階に分類され、Ⅱａ以上に分類されると日常

生活に支障をきたすような症状等があるとされています。 

要介護・要支援認定の認定者２,２５５人中、日常生活に支障をきたすような症状等がある人の数

は、１,３９９人と約６割を占めており、６５歳以上の高齢者の約１０人に一人が日常生活に支障をきた

すような症状等がある状況ということになります。 

また、認定区分ごとに認知症高齢者の日常生活自立度の割合をみた場合、中重度（要介護３～５）

ではⅡａ以上の割合が高くなっています。 

 

[日常生活自立度及び要介護・要支援認定の分布状況（第１号被保険者）] 

区 分 
要介護・要支援認定区分 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度 

自立 110 人 170 人 13 人 63 人 17 人 11 人 8 人 392 人 

Ⅰ 105 人 172 人 54 人 74 人 37 人 17 人 5 人 464 人 

   Ⅱａ 46 人 37 人 109 人 73 人 25 人 9 人 5 人 304 人 

  Ⅱｂ 25 人 31 人 134 人 98 人 49 人 37 人 11 人 385 人 

  Ⅲａ 7 人 9 人 62 人 73 人 109 人 83 人 48 人 391 人 

  Ⅲｂ 2 人 4 人 12 人 17 人 38 人 42 人 11 人 126 人 

  Ⅳ 0 人 0 人 7 人 11 人 24 人 58 人 65 人 165 人 

  Ｍ 0 人 0 人 1 人 1 人 4 人 15 人 7 人 28 人 

 

Ⅱa 以上 
80 人 81 人 325 人 273 人 249 人 244 人 147 人 1,399 人 

 27.1% 19.1% 82.9% 66.6% 82.2% 89.7% 91.9% 62.0% 

計 
295 人 423 人 392 人 410 人 303 人 272 人 160 人 2,255 人 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

資料：主治医意見書（令和５年１０月１日） 

 

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 

Ⅱa 
家庭外で日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られて

も、誰かが注意していれば自立できる。 

Ⅱb 
家庭内でも日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られ

るが、誰かが注意していれば自立できる。 

Ⅲa 
日中を中心として日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さがとき

どき見られ、介護を必要とする。 

Ⅲb 
夜間を中心として日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さがとき

どき見られ、介護を必要とする。 

Ⅳ 
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介

護を必要とする。 

M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 
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[要介護・要支援認定区分に占める認知症高齢者の割合（第１号被保険者）] 

 

 

※一次判定が要支援２で、介護認定審査会において認知機能の低下が認められた場合、認

定区分は要介護１となります。そのため、認定区分に占める認知症高齢者の割合が、要支

援２は低く、要介護１は高くなっています。 

 

[高齢者に占める認知症高齢者の割合] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（各年９月末） 

  

（人）                      （％）

80 89

325
273

269 266

967

295

362

67
937

56
28

93

295

623

392 690

303

272

960

27.9

99.9

82.9

66.6

82.2

89.7
99.9

0
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100

0

100

200

300

400

500

600

700

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

 認知症高齢者（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上）  自立・Ⅰ

　　　要介護・要支援認定区分に占める認知症高齢者の割合

 認知症高齢者（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上）  自立・Ⅰ

　　　高齢者人口に占める認知症高齢者の割合

(2021年) (2022年) (2023年) (2024年) (2025年) (2026年) (2040年)

9,396 9,635 9,629 9,696 9,660 9,686 9,767

99,569 99,609 99,698 99,656 99,686 99,763 93,033

92,963 93,036 93,039 93,072 93,926 93,267

96,800

90.8 99.0 90.9 90.8 99.0 99.2
99.9

0
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0

5,000

10,000

15,000

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和22年

(％)(人)

資料：主治医意見書（令和５年１０月１日） 
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(2013年) (2014年) (2015年) (2016年) (2017年) (2018年) (2019年) (2020年) (2021年) (2022年) (2023年)

963,908 959,608 950,677 953,089 968,689
936,205 966,222 965,027 967786 969977 965,257

69,652
63,208 63,793

59,578 56,687
57,092

69,762 56,706 58777 57666 58,782

66,338
68,976 73,555

69,566 70,202
72,932

79,662 70,956 66606 70796 68,396

259,698
262,990 267,965

276,239 273,379
266,950

277,626
279,889 272967

278937
272,356

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

（千円）

 居宅サービス費  地域密着型サービス費 施設サービス費

53.3
69.3 59.2

29.6

99.8 97.2

25.9
39.0 39.7

0

20

40

60

80

100

府中町 広島県 全国

（％）

 居宅サービス費  地域密着型サービス費 施設サービス費

(３) 介護給付費の状況 

平成２５年から令和５年を比較すると各給付費とも増加しています。増加率は居宅サービス費が

0.9％、施設サービス費が３.０％となっています。地域密着型サービス費は、給付費の中で占める割

合が低いものの増加率が４１.８％と３つのサービス費の中で最も高くなっています。 

 

[介護給付費の推移] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（各年９月末） 

 

 

 [介護給付費の内訳の全国・広島県との比較（令和５（２０２３）年７月）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定版）」 
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第１号被保険者一人当たりの給付額は、地域密着型サービスが全国よりも高く、広島県よりも低く

なっています。居宅サービスと施設サービスはともに全国、広島県よりも低くなっています。 

本町の受給者一人当たりの平均介護給付額は広島県平均、全国平均より低く、中でも居宅サービ

ス費、施設サービスがともに低くなっています。 

 

[第１号被保険者一人当たり給付額の全国・広島県との比較(令和５(２０２３)年７月)] 

 

◎給付額については、第２号被保険者分を含んだ数値を使用しています。 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定版）」 

 

 

[受給者一人当たり給付額の全国・広島県との比較(令和５(２０２３)年７月)] 

 

◎受給者については、第２号被保険者を含んだ数値を使用しています。 

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定版）」 

 居宅サービス費  地域密着型サービス費 施設サービス費

99,966 99,997 92,358
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97.9 98.8
908.2

986.3 987.9
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（千円）
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３.地域包括ケアシステムの推進 

 

(１) 地域包括ケアシステムとは 

地域包括ケアシステムは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を営むことができ

るよう、高齢者一人ひとりの状況に応じて、医療、介護、住まい、生活支援・介護予防等を一体的に提

供する体制のことです。 

 

 

 

(２) 地域包括ケアシステムの質の向上 

質の高い医療・介護サービスを受けながら、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、共

通理解のもと、高齢者を支える関係者・関係機関が地域包括ケアシステムを充実させる必要があり

ます。 

広島県では、平成２６年度から、地域包括ケアシステムの構築状況を評価し把握してきましたが、

令和２年度に、より質の高い地域包括ケアシステムの推進を図るため、評価全体を構築から質の向

上へ移行した、『コアコンセプトに基づく地域包括ケアシステム評価指標』を作成しました。 

この指標による、５つの分野（①医療、②介護、③保健・予防、④住まい・住まい方、⑤生活支援・見

守り）での評価を実施し、広島県西部保健所や広島県地域包括ケア推進センターとの情報（結果）共

有により、課題解決や好事例の横展開に結びつけ、ケアシステムの質の向上に取り組んでいます。 
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第 3 章 計画の基本的な考え方 

１.基本理念 

 

「府中町第４次総合計画」（計画期間：平成２８年度～令和７年度）では、まちづくりの基本目標の一つ

として、「みんなで支え合い、未来につなぐまちづくり」を掲げ、誰もが健康で安心して暮らせる社会の

実現を目指しています。 

本計画では、第８期介護保険事業計画等の基本理念を継続し、『みんなで 支えあうまち 府中 ～み

んなが生きがいや思いやりを持ち、お互いに安心して支えあい暮らせるまち～』を基本理念として、住

み慣れた地域で社会の一員として尊重され、終生安心して過ごすことができる環境づくりに取り組みま

す。 

 

２.基本方針 

 

上記の基本理念を実現するため、次のとおり基本方針を定めます。 

 

 

 

高齢者が様々な分野で活躍でき、生きがいを感じるためのまちづくりは、高齢者の健康と幸福を促

進し、地域社会全体の発展につなげていく上で欠かせないものです。 

今後、高齢化が着実に進展することが予想される本町においても、高齢期になっても生きがいを持

ちながら自分らしい生活を送ることができるよう、社会的なつながりや高齢者自身の役割の創出、文

化・生涯学習の機会の提供、住環境の整備、高齢者の気持ちと権利の尊重等、様々な要素を組み合わ

せたまちづくりを推進することにより、高齢者が自己実現による生きがいを感じ、社会において積極

的に地域貢献できるための環境を構築していきます。 

高齢者への尊重と相互支援を実現し、社会全体がより豊かで包括的なものになることを目指します。 

 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるためには、身近な地域の中で医療、介護、予防、

住居、生活支援の統合的なサービスが提供される仕組みを整備し、高齢者とその家族のニーズに合っ

た福祉サービスを提供する必要があります。このため、地域住民、福祉関連の機関、医療機関など地域

の社会資源が一体となって取り組んでいくことが重要です。保健・医療・福祉の連携を強化し、医療と

介護の情報連携・共有化を図り、より適切な支援につなげることで高齢者が安心して生活できる支援

ネットワークを構築します。 

また、認知症になっても、本人や家族が安心して生活できるように、介護を行う家族に対する支援や、



23 

様々な相談窓口や情報提供などサポート体制を強化するため、認知症サポーター養成講座、チームオ

レンジ（BLANKET プロジェクト）など様々な機会や取組を通じて、「地域包括ケアシステム」をより一

層発展させ、推進していきます。 

 

 

 

少子高齢化が進展した本格的な人口減少時代において、持続可能な活力ある社会を築き、誰もが安

心して暮らすためには「地域力」の向上が求められます。「地域力」とは地域の問題・課題を住民が主体

となって解決し、日々の暮らしをより良くする力、いわゆる“ご近所の底力”です。この「地域力」を醸成

するためには、住民同士の「交流・信頼・社会参加」によるネットワークの形成が必要になります。 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域の住民や町内会など多様

な主体が「我が事」として参画することにより、人と人、人と資源が世代を超えて「地域で丸ごと」つな

がることのできるよう、高齢者を含めたすべての人を対象とした支え合いの体制を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域力とは、地域の人や組織がお互いに交流・連携し築き上げたネットワークを生かし、自らの

力で自分たちの生活をより良くしていきたい、楽しく元気に生活していきたいという思いを実

現していく力です。 
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３.施策の体系 
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第 4 章 府中町の取り組み ～前期の評価と今後の施策展開～ 

 

重点的取組 1 高齢者の社会参加・生きがいづく 

高齢者の社会参加と生きがいづくりは、高齢者個人と社会全体の健康と幸福に寄与する重要な要

素であり、高齢者自身の主体性と社会全体での支援と取組が必要になります。 

また、高齢者が社会に参加し、自らの経験や知識を活かしながら、地域社会で役割を果たすことは、

社会全体の活力を維持し、単に高齢者自身の利益だけでなく、社会全体にとっても有益な影響を与え

ます。 

生涯学習や地域での行事、ボランティア活動などの社会参加や高齢者の就業促進、世代間交流等

の取組を推進し、活力のある地域社会を目指します。 

また、社会とのつながりが絶たれている人の支援を行うとともに、利用者のニーズを踏まえた丁寧

なマッチングやメニューの作成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

１.社会参加・生きがいづくりの促進 

 

(１) 高齢者いきいき活動ポイント事業 

高齢者の社会参加への意欲を具体的な活動に結び付けるうえでのきっかけづくりとして、高

齢者による地域のボランティア活動や介護予防・健康増進に資する活動の実績に基づく支援を

行い、高齢者の社会参加を促進するとともに、高齢者の生きがいづくりを推進することを目的と

して実施しています。 

【第８期の取組と課題】 

〇 本事業は、高齢者の生きがいづくりの推進や社会参加の促進を目的として、令和２年９

月に開始しました。任意のアンケート結果から「健康状態」、「外出頻度」で改善傾向がみ

られ、前向きな意見が多く寄せられています。本事業の目的である健康づくりや生きが

いづくり、仲間づくりの面で、一定の効果が出ているものと考えられます。 

〇 事業への参加率が令和５年１０月時点で２８．３％と目標値の３０%を下回っており、事

業参加者を増やすことが今後の課題となります。 

 

  

 
住み慣れた地域で生涯を通じて「生きがい」を持って暮らすことができる。 

 

評価指標 現状数値 目標値 

「生きがい」のある高齢者の割合 
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

53.4％ 

（令和４年度） 
64.6% 



27 

【第９期の取組等】 

〇 事業参加者の声やアンケート結果を広報ふちゅうやホームページに掲載し、活動団体や

まだ参加していない人へのアンケートを実施するなど、事業の普及・啓発に努めます。 

〇 高齢者による地域のボランティア活動や介護予防・健康増進に資する活動について、高

齢者の社会参加への意欲を具体的な活動に結び付ける上でのきっかけづくりとして支

援していきます。 

 

 

 

 

 

指標 現状数値 目標値 

事業参加率（高齢者人口に対する参加者の割合） 
2８.３％ 

（令和５年１０月末現在） 
30.0％ 

 

健康づくり・介護予防活動 
 

 
● 地域住民が運営する介護予防教室などへの参加 

● 町内会などが実施するふれあい・いきいきサロンなどへの参加 

● グループを作って行うラジオ体操やウォーキングへの参加 

● くすのきプラザ（卓球・トレーニングルーム等）の利用 

● ポイントの相互付与を行う自治体（広島市・海田町）の登録団体が１ポイントとして行

う活動 

など 

  

１ポイント対象となる活動（例示） 
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一般的なボランティア活動 
 

 
● ふれあい・いきいきサロンの世話人として活動 

● 老人クラブの会員として高齢者の見守りや生活支援を行う友愛活動 

● 介護施設等への訪問（手品、おどりなどの披露） 

● 自主防災会における災害発生時の支援 

● ポイントの相互付与を行う自治体（広島市・海田町）の登録団体が２ポイントとして行

う活動 

など 

特定のボランティア活動 
 

 
● 介護施設等、保育園、障害者支援施設、児童福祉施設、医療機関での清掃、配膳、洗

濯、駐車の誘導など 

● 高齢者及び障害者に対する外出時の付き添い介助、点訳・音訳、手話・要約筆記 

● 町内でいきいき百歳体操（週１回以上）を実施する通いの場の世話人として活動 

● ポイントの相互付与を行う自治体（広島市・海田町）の登録団体が４ポイントとして行

う活動                                               な

ど 

 

(２) 学習機会の提供 

【第８期の取組と課題】 

〇 高齢者の学習意欲を満たし、人生を豊かにするための取り組みを行っています。その一

つに高齢者学級があり、府中公民館においては「明青大学」、また府中南公民館におい

ては「こごもり寿大学」の活動があります。高齢者学級は、教養講座、健康づくり講座、レ

クリエーション活動、社会見学など学習や交流の場として、また心身の健康保持や生き

がいづくりに役立つ講座を開講しています。 

〇 参加者の高齢化や参加人数の減少、またそれに伴う運営する側の担い手不足等が課題

となっています。 

【第９期の取組等】 

〇 これまでの活動を継承し、個人の学びのニーズに応えつつ学びの成果を還元する場の

提供、世代間交流、人とのつながりをつくる講座の実施など、様々な形態の活動の周知

を継続します。 

 

(３) ふれあい・いきいきサロン事業 

【第８期の取組と課題】 

〇 世話人の後継者不足が課題です。 

〇 参加人数の伸び悩みや参加する際の移動手段等が課題です。 

  

２ポイント対象となるボランティア活動（例示） 

４ポイント対象となるボランティア活動（限定） 
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【第９期の取組等】 

〇 府中町社会福祉協議会では、サロンの企画・運営支援と幅広い世代が関わるきっかけづ

くりのため、代表者会議の開催、新しいサロンの立ち上げのための支援、町内企業と協

働した活動展開等を実施しています。 

〇 より幅広い世代が交流できるよう、様々な人が関わることのできる雰囲気づくりと、多

方面に向けて活動及び後継者づくりのＰＲを行いながら、新たなサロンの立ち上げにも

力を入れていきます。 

〇 既存の地域づくり事業の取組を活かしつつ、世代や属性を超えて住民同士がつながる

多様な場や活動が生まれやすい環境整備に取り組みます。 

 

(４) 敬老事業 

長寿を祝福し敬老の意を表すため、節目となる年に敬老記念品・長寿祝金を贈るとともに、あ

らゆる世代に敬愛の心を育むため、毎年９月の敬老月間に「敬老標語の募集」を行っています。 

 

(５) プラチナ保育支援事業 

就労や疾病等によって、昼間に保育することができない保護者の代わりに、保育の担い手とし

て３歳未満の児童の保育を継続的に行う町内在住の祖父母等に対して、児童一人につき月額１５,

０００円の手当を支給します。 

子育てへの参加が活気あふれる生活につながっており、引き続き事業を継続します。 

 

２.高齢者の活動拠点 

 

(１) 福寿館 

福寿館は、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための場所や機会を提供し

ています。 

また、災害時には、一般避難所の機能のほか、災害時の状況に応じて開設される福祉避難所

(※)としての機能も有します。 

 

(２) マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター 

ふれあい福祉センターは、各種福祉サービスの提供や、住民ボランティア組織の協力による地

域福祉活動の拠点として、高齢者の健康増進を図るための場所や機会を提供しています。 

また、災害時には、福祉避難所としての機能を有します。 

ボランティアグループや他団体等の活動拠点として、各種団体と連携を図りながらより活動し

やすい環境の整備について引き続き検討していきます。 
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(３) 府中北交流センター、マイ・フローラ南交流センター 

北部には集会所・児童センター・町営住宅・避難所の機能を併せ持つ「府中北交流センター」、南

部には地区センター・老人集会所・児童センター・行政サービスコーナー・避難所の機能を併せ持

つ「マイ・フローラ南交流センター」があり、高齢者の学習や憩いの場として活用されています。 

 

施設名 住所 

福寿館 府中町浜田本町５番２５号 

マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター 府中町浜田本町５番２５号 

府中北交流センター 府中町本町五丁目３番８号 

マイ・フローラ南交流センター 府中町鹿籠一丁目２１番３号 

 

３.各種団体の支援 

 

(１) 府中町老人クラブ連合会 

老人クラブは、会員の健康増進及び教養の向上を図り社会参加を促進することで、生きがい

のある心豊かな生活を送るとともに、社会奉仕活動等を通して地域社会に貢献することを目的

としています。 

運動会、福寿祭、清掃奉仕等の一層の推進を図るため、引き続き必要な支援を行います。 

 

(２) 公益社団法人府中町シルバー人材センター 

シルバー人材センターは、健康で働く意欲のある高齢者に「働く喜び」「心のふれあい」「健康維

持」の機会を提供し、活気あふれるまちづくりに貢献しています。また、府中町生涯学習センター「く

すのきプラザ」ラウンジでの交流スペースの運営や、子育て家族への支援（ファミリーサポートセ

ンター・シルバーママサービス）、独自の介護予防に関する取組を行っています。 

今後も高齢者が増加していくことを踏まえ、働く意欲のある高齢者の長年培ってきた知識や

技能、豊富な経験を活かし、また就業機会を提供する場として、シルバー人材センターを通じて

就労する高齢者数が増加するよう、引き続き必要な支援を行います。 

 

団体名 住所 

府中町老人クラブ連合会（事務局） 府中町浜田本町５番２５号 

公益社団法人府中町シルバー人材センター 府中町浜田三丁目９番２号 
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重点的取組２ 介護予防・自立支援・重度化防止対策の積極的推進 

高齢者自身が持つ能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するとともに、要

介護状態等になることの予防や、要介護状態等になった場合においても状態の悪化を防ぐため、地

域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業所、住民等との連携のもと、継続的な支援やサー

ビス提供体制を整備します。 

高齢者の心身の状態は、自立、フレイル（※）（虚弱）、要支援、要介護と連続的に変化しますが、予防

事業等の取組により状態の回復や重症化を防ぐことができると捉え、住民主体の通いの場を拡充さ

せるとともに、運動器の機能向上などの対策を積極的に推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.地域支援事業の推進 

 

地域支援事業は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地

域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地域における包括的

な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及

び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進する事業です。 

 

 

 

  

 
住み慣れた地域で健康で自立して暮らすことができる。 

 

評価指標 現状数値 目標値 

元気な高齢者の割合（要介護認定を受けてい
ない７５歳以上の高齢者の割合） 

８０.２％ 

（令和４年度） 
８４.２% 

健康状態の良い高齢者の割合 
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

73.2％ 

（令和４年度） 
77.0% 

運動器の機能低下リスクがある高齢者の割合
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

19.7％ 

（令和４年度） 
1６.８% 

軽度認定者が維持・改善した割合（更新申請・
区分変更申請）  
※軽度認定者とは、要支援１～要介護１とする。 

５２.３％ 

（令和４年度） 
６1.３% 

 

P32 掲載 P３７掲載 P37 掲載 
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(１) 介護予防・日常生活支援総合事業 

 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

ア 訪問型サービス 

● 介護予防訪問介護相当サービス 

訪問介護員が利用者の居宅を訪問し、日常生活上の介護や支援を行います。 

● 訪問型口腔機能向上事業 

歯科医師や歯科衛生士が高齢者の自宅を訪問し、在宅でも日常的に実践できる口腔清

掃、そしゃく（噛む）機能訓練、えん下（げ）（飲み込み）機能訓練などの相談と指導を行いま

す。 

● 栄養改善事業 

管理栄養士等が栄養改善に向けた食事計画をつくり、栄養バランスのよい食事について、

調理実習や栄養相談を実施し、低栄養状態の改善を目指します。 

イ 通所型サービス 

● 介護予防通所介護相当サービス 

デイサービスセンターに通い、生活機能向上のため機能訓練を行います。 

● 通所型口腔機能向上事業 

町内の歯科医院において、在宅でも日常的に実践できる口腔清掃、そしゃく機能訓練、え

ん下機能訓練などの相談と指導を行います。 

ウ 介護予防ケアマネジメント(※) 

介護予防・生活支援を目的として、高齢者の心身の状況などに応じて、適切なサービスが

包括的・効率的に提供されるよう、地域包括支援センター等において、専門的視点から必要

な援助を行います。 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度令和５年度令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問型サービス       

  介護予防訪問介護相当サービス 利用延人数 1，855人 2，149人 2，268人 2，279人 2，288人 2，309人 

  訪問型口腔機能向上事業 利用実人数 0人 1人 1人 2人 2人 2人 

  栄養改善事業 利用実人数 0人 0人 0人 1人 2人 2人 

通所型サービス       

  介護予防通所介護相当サービス 利用延人数 3,580人 3,858人 4，188人 4，208人 4，226人 4，265人 

  通所型口腔機能向上事業 利用実人数 0人 0人 0人 5人 5人 5人 

介護予防ケアマネジメント 利用延人数 3,123人 3,333人 3，324人 3，340人 3，354人 3，385人 
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【第８期の取組と課題】 

〇 「訪問型口腔機能向上事業」、「栄養改善事業」、「通所型口腔機能向上事業」は、利用実

績がない、もしくは年間１～２名の利用見込みという状況にあります。 

〇 サービスの利用に至っていない理由を究明し、適切なサービス利用につながるよう、住

民や居宅介護支援事業所等に周知するとともに、受け皿となる専門職（歯科衛生士、管

理栄養士）の確保が必要になります。 

〇 高齢者の自立支援のケアマネジメントの促進に向けて、居宅介護支援事業者等への理

解や住民への周知、啓発が必要になります。 

【第９期の取組等】 

〇 自立支援型地域ケア会議を活用し、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援を

行い、高齢者の自立を促します。 

〇 サービス利用に至らない理由の究明と、住民や居宅介護支援事業所等への事業の周知

に努めます。 

〇 事業に携わる歯科衛生士、管理栄養士等の専門職の確保に努めます。 

 

② 一般介護予防事業 
 

ア 介護予防普及啓発事業 

● 介護予防巡回教室 

自宅で取り組むことができる運動や元気を維持するための方法について、実技を交えな

がら指導を行います。 

● 認知症予防セミナー 

認知症予防に関心のある人を対象に、認知症予防と口腔ケア及び栄養指導に関する講演

会を実施します。 

● 筋力アップ教室 

健康運動指導士の指導のもと、椅子やボール等の簡易な器具を用いた短期集中型の教室

として、介護予防に必要な筋力アップを目指します。 

教室終了時にいきいき百歳体操（※）を周知し、継続して運動できるよう支援します。 

● シルバー筋力トレーニング教室 

理学療法士等の指導のもと、トレーニング機器を使用した運動や認知症予防の脳トレーニ

ングに取り組み、介護予防に必要な筋力アップを目指します。 

● プール活用健康づくり事業 

専門のインストラクターの指導のもと、水中で体操を行い、介護予防に必要な筋力アップ

を目指します。 

● 健康マージャン教室 

専門の指導者のもとで、「お金を賭けない」「たばこを吸わない」「お酒を飲まない」をモッ

トーに健康マージャンを行います。頭と指先を使うことで認知症予防の効果があります。 
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● 認知症予防オレンジサロン事業 

認知症予防のためのゲーム、体操、手芸等趣味活動を行います。また、認知症地域支援推

進員（P４５）による認知症チェック（年２回）、健康運動指導士等による認知症予防レクリエー

ション（年１回）を実施し、認知症の早期診断や対応に向けた支援を行います。 

● 見守り事業 

ひとり暮らし高齢者等の孤独感や不安感を解消するため、相談員による定期的な安否確

認や生活相談（電話や訪問）を行います。 

● 高齢者生活管理指導短期宿泊事業 

小規模多機能型居宅介護事業所の空き部屋を活用して一時的に宿泊することにより、家

に閉じこもりがちな高齢者の生活習慣や体調の調整を図ります。 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度令和５年度令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防巡回教室 開催回数 3回 3回 3回 30回 30回 30回 

認知症予防セミナー 参加延人数 13人 25人 33人 100人 100人 100人 

筋力アップ教室 参加延人数 565人 755人 570人 720人 720人 720人 

シルバー筋力トレーニング教室 参加延人数 308人 458人 480人 758人 758人 758人 

プール活用健康づくり事業   

 プール活用介護予防教室 参加延人数 476人 702人 786人 864人 864人 864人 

 フリーコース 参加延人数 363人 580人 528人 828人 828人 828人 

健康マージャン教室 
参加延人数 276人 608人 842人 850人 850人 850人 

参加実人数 20人 27人 32人 32人 32人 32人 

認知症予防オレンジサロン事業 
参加延人数 945人 1,465人 1,424人 2,420人 2,420人 2,420人 

参加実人数 67人 45人 55人 55人 55人 55人 

見守り事業 利用実人数 6人 5人 6人 6人 6人 6人 

高齢者生活管理指導短期宿泊事業 利用実人数 0人 1人 2人 2人 2人 2人 

【第８期の取組と課題】 

〇 新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、中止や運営上の制限を受けましたが、感染

症対策に取り組みながらできる範囲で各事業を実施しました。 

〇 光熱費高騰などによる委託事業費の増大が懸念される一方、新規参加者の獲得が課題

となります。 

【第９期の取組等】 

〇 各事業の実施方法を工夫します。 

〇 広報ふちゅうや町ホームページ、その他の媒体を活用し、健康情報や各種事業の案内な

ど情報発信し、更なる利用者の増加を図ります。 
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イ 地域介護予防活動支援事業 

● 介護支援ボランティア等育成講習会 

町内にある介護施設等でボランティア活動をするための育成講習会を実施します。なお、

育成講習会修了後は、高齢者いきいき活動ポイント事業の特定のボランティア活動者として

登録し、実際のボランティア活動へつなぎます。 

● いきいき百歳体操支援事業 

誰でも参加することができる介護予防活動の地域展

開を図るため、普及啓発を行うとともに、地域包括支

援センターと連携し、介護予防に効果的な運動等を実

施する住民主体の通いの場への支援を行います。 

● 高齢者疑似体験事業 

介護予防に携わる活動組織を育成するため、擬似的に高齢者の身体的状況を体験する研

修を行います。 

● 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 

高齢者の介護予防や健康づくり、社会参加と閉じこもり防止のため、地域で自主的な活動

をしている団体へ補助金を交付し、活動を支援します。 

● 高齢者いきいき活動ポイント事業（再掲） P２６ 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

介護支援ボランティア等育成講習会 参加延人数 0人 0人 0人 19人 30人 40人 

いきいき百歳体操支援事業 
参加実人数 258人 325人 357人 370人 385人 400人 

団体数 14団体 14団体 16団体 19団体 22団体 25団体 

高齢者疑似体験事業 参加実人数 21人 12人 24人 26人 28人 30人 

高齢者の生きがいと健康づくり推進
事業 

団体数 2団体 3団体 4団体 5団体 6団体 7団体 

【第８期の取組と課題】 

〇 いきいき百歳体操支援事業では、新型コロナウイルスの感染状況を見ながら支援を行

いました。また、世話人へ感染対策などの情報提供や相談対応などの支援を行いまし

た。令和４年度は世話人のモチベーションの維持・向上のため、通いの場の世話人の交

流会を開催しました。 

【第９期の取組等】 

〇 これまでの事業を継続しつつ、通いの場の参加者同士の交流会の開催や各通いの場の

様子を紹介するなど取組を推進し、活動の横展開を図ります。 
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ウ 地域リハビリテーション活動支援事業 

● リハビリテーション専門職派遣事業 

いきいき百歳体操支援事業の実施において、効果的な運動等を実施するため、理学療法

士や作業療法士による相談指導を行います。 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

リハビリテーション専門職派遣事業 派遣回数 1回 1回 10回 10回 10回 10回 

【第８期の取組と課題】 

〇 広島県地域リハビリテーション広域支援センターに講師派遣を依頼し、いきいき百歳体

操の立ち上げ時の支援（初回、３ケ月後）及び継続団体への支援（体操のポイントの再指

導等）を実施しています。 

【第９期の取組等】 

〇 引き続き、理学療法士等の専門職の関与により、いきいき百歳体操を地域介護予防の

拠点として拡充整備するとともに、地域における自発的な介護予防に資する活動の育

成・支援を行い、高齢者の介護予防と生活の質の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

筋力アップ教室 シルバー筋力トレーニング教室 

プール活用健康づくり事業 健康マージャン教室 
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(２) 包括的支援事業 

 

① 地域包括支援センターの運営 P52 に掲載 

（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務） 

② 在宅医療・介護連携推進事業 P57 に掲載 

③ 認知症総合支援事業 P58 に掲載 

④ 生活支援体制整備事業 P58 に掲載 

⑤ 地域ケア会議の推進 P53 に掲載 

 

(３) 任意事業 

 

① 介護給付の適正化（介護給付費適正化事業） P73 に掲載 

② 家族介護支援事業 

ア 家族介護教室 

要介護認定者を介護している家族及び介護を学びたい人に対して、少しでも介護の負担を

軽減できるよう、介護ヘルパーの技術を伝え、介護者相互のコミュニケーションの場を提供し

ます。 

イ 認知症高齢者見守り事業 P49 に掲載 

ウ 介護用品支給事業 

介護者の経済的な負担を軽減するため、在宅で要介護３～５の人を介護する家族の人（市

町村民税非課税世帯）を対象に、町内指定の薬局・薬店で介護用品（紙おむつ、尿取りパット

等）が購入できるクーポン券を支給します。 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

家族介護教室 参加延人数 1人 12人 18人 24人 30人 36人 

介護用品支給事業 
利用実人数 

（月平均） 
23人 27人 17人 23人 23人 23人 

【第９期の取組等】 

〇 在宅で生活する支援が必要な高齢者が増加することから、在宅生活が安心して維持で

きるよう介護者への支援を継続します。 
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③ その他の事業 

ア 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度(※)とは、認知症高齢者など判断能力が不十分な人の判断能力を補い、権

利を保護する制度です。身寄りがない等の理由により申立てのできない人に対しては、町長

が家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てを行い、後見人等への報酬を助成します(条件あ

り)。 

イ 住宅改修支援事業 

居宅介護支援事業者等が介護保険給付対象者に対し、住宅改修費の支給申請にかかる理

由書を作成した場合（介護報酬対象外である場合に限る）に助成を行います。 

ウ グループホーム家賃助成事業 

高齢者の居住の安定確保を図るため、低所得の入居者の家賃を軽減しているグループホ

ームに対し、軽減費用の一部を助成します。 

エ 認知症サポーター養成事業 

認知症についての正しい知識や付き合い方を理解し、認知症の人やその家族を支援する

「認知症サポーター」を養成します。 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

成年後見制度利用支援事業 利用件数 1件 3件 0件 3件 3件 3件 

住宅改修支援事業 利用件数 16件 21件 20件 20件 20件 20件 

グループホーム家賃助成事業 利用件数 0件 0件 0件 3件 3件 3件 

認知症サポーター養成事業 
実施回数 3回 6回 5回 5回 5回 5回 

参加延人数 38人 72人 100人 100人 100人 100人 

【第８期の取組と課題】 

〇 課題は、賃貸住宅の居住支援制度（P66）等の周知が不足していること、認知症サポーター

が受講するステップアップ講座の内容や、受講後の活動の検討が挙げられます。 

【第９期の取組等】 

〇 高齢化に伴う件数の増加を見込んだ上で、成年後見制度の利用促進や相談窓口の広

報・周知、中核機関の設置等に取り組みます。 

〇 認知症の人に対する理解と適切な対応について学ぶため、引き続き認知症サポーター

養成講座を実施していきます。 

〇 認知症サポーターの知識向上のためのステップアップ講座を開催するとともに、地域で

認知症サポーターが活躍できる仕組みづくりを構築します。 

〇 更なる高齢化に伴い、認知症高齢者は増加していくことが見込まれます。今後はこれま

で実施してきた事業に加え、認知症の人とその家族の視点も重視しながら高齢者の地

域における自立した日常生活支援のための施策に取り組みます。 
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２.生涯を通じた健康づくり 

 

朝食の欠食や食事の偏りは習慣化し、生活習慣病やフレイルを引き起こすなど、健康への影響が懸

念されます。食生活の悪化を防ぎ、介護予防や生活支援を積極的に行います。 

また、各種健康診査・がん検診の受診勧奨、啓発を行うとともに、地域における健康課題を解決す

ることを目的として、コンパクトシティの良さを活かした、顔の見える地域づくりの実現に向けて取り

組みます。 

 

(１) 健康づくりの具体的な取組 

 

① すこやか栄養相談 

適切な栄養管理に関する知識の普及や正しい情報提供を行うため、管理栄養士による相談

事業を広め、健康の保持増進を図ります。 

② ふらっとウォーキング事業 

広島県と連携し、約６.１㎞（約１時間３０分）の町内を歩くことができる「府中町ふらっとウォー

キングコース」を整備しています。身近なウォーキングコースを活用することで、気軽に運動で

きる機会を提供し、健康増進や体力強化を目指します。 

③ がん検診 

早期発見し適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減らすため、がん検診を実施します。

また、様々な機会における周知やツールを用いた啓発を推進し、受診率の向上を目指します。 

④ 特定健康診査・長寿健康診査 

生活習慣病を早期に発見し、重症化の予防を図るため、特定健康診査・長寿健康診査を実施

します。また、がん検診との同時受診を勧めることで全体の受診率の向上を目指します。 

⑤ こころの健康相談 

長引く体調不良や気分の落ち込みなどの精神保健福祉に関する相談に対し、専門医が適切

な助言指導を行うことにより、精神疾患の早期治療の促進と社会経済活動への参加に繋がるよ

う、自立促進を図ります。 
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３.保健事業と介護予防事業の一体的な取組 

 

令和２年４月に「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正

する法律」が施行され、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」という新たな制度が始まりま

した。 

この制度に取り組むまでは、国民健康保険制度や社会保険制度等から後期高齢者医療制度へ移

行する７５歳に到達すると、健康診査の結果や保健事業が途切れてしまい、継続的な支援ができな

いことが課題でした。 

この課題を解消するため、複数の慢性疾患からフレイル状態に陥りやすい高齢者に対し、一人一

人の状況に応じたきめ細かな支援を医療専門職が積極的に関わり、高齢者の保健事業と介護予防

事業を一体的に実施することで、高齢者が住み慣れた地域で可能な限り、自立した生活と社会参加

ができるよう目指す取組を実施しています。 

本町では、高齢者の予防・健康づくりを効果的かつ効率的に実施するため、医療・介護・健診デー

タの分析等により健康課題を把握し、事業全体の企画・調整等を行うコーディネーターとして保健師

を配置し、各部門（医療・介護・保健）や地域の医療関係団体等と連携を図りながら、高齢者に対する

個別的支援（ハイリスクアプローチ）や通いの場等への積極的な関与（ポピュレーションアプローチ）

など、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進していきます。 

 

 

（出典：厚生労働省保険局高齢者医療課 ホームページ一部加工） 
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【第８期の取組と課題】 

〇 生活習慣病等の疾病予防・重症化予防の個別的支援（ハイリスクアプローチ）としては、

令和３年度から糖尿病性腎症のハイリスクに対して重症化予防の事業を実施していま

す。また、事業修了者に対しては通いの場や介護予防事業につながるよう周知を行いま

した。 

〇 通いの場等への積極的関与等（ポピュレーションアプローチ）としては、本町の高齢者の

健康課題についてのチラシを作成し、通いの場において、糖尿病予防や介護予防の重要

性についての周知啓発を行いました。 

〇 令和４年度には、通いの場参加者に対し、フレイルなどの健康状態を把握するための後

期高齢者アンケートを実施しました。 

【第９期の取組等】 

〇 後期高齢者アンケート結果をもとに、フレイル予防について健康教育を行っていきま

す。 

〇 高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ）と通いの場等への積極的な関与等

（ポピュレーションアプローチ）の双方での取組を推進し、継続的な予防や健康づくりの

支援を目指します。 

 

(１) 糖尿病性腎症重症化予防事業 

糖尿病や高血圧などの生活習慣病が重症化すると、糖尿病性腎症を始めとする慢性腎臓病

（CKD）や脳血管疾患、心疾患などの重篤な疾患を引き起こす危険性があります。こうした重篤

な疾患になることを予防し、生活の質を高めることを目的とし、保健指導を行います。 

対象は、前年度の特定健康診査または後期高齢者医療健康診査の結果から、血糖値や

HbA1c 値が高く糖尿病の疑いがある人で、受診や服薬をしていない人や糖尿病治療中で医師

が必要と判断した人等になります。 

専門職（保健師や管理栄養士等）による電話や訪問による面談、手紙での医療機関への受診勧

奨のほか、生活習慣改善のための保健指導を行います。また、過去に事業の対象者となった人で

現年度健診未受診の人や、現年度の特定健康診査で糖尿病の疑いのある人等に手紙や電話での

受診勧奨等を行います。 

 

(２) 健診未受診者へのアプローチ 

健診未受診者の健康状態の把握に努め、個別支援を行います。 

 

(３) 介護予防等の重要性について周知啓発 

通いの場等への積極的関与等（ポピュレーションアプローチ）として、介護予防等の重要性につ

いて、あらゆる活動場面での周知啓発を継続して行います。 
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４.リハビリテーション提供体制の推進 

 

介護保険法第４条において、「国民は要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーショ

ンその他適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持

向上に努めるものとする」ことが明記されています。 

また、地域包括ケアシステムの構築には、医療と介護の連携がますます重要であり、要介護・要支援

者が必要な時期にリハビリテーションサービスを利用できるよう、医療保険で実施する[急性期・回復

期]から介護保険で実施する[生活期]への切れ目のないサービス提供体制を構築する必要がありま

す。 

介護保険制度における高齢者の自立支援の取組としては、自宅で実施する訪問リハビリテーション、

施設へ通う通所リハビリテーション、介護老人保健施設（P69）で実施するリハビリテーション、通所

介護施設で実施する機能訓練、地域リハビリテーション活動支援事業（※）などがあります。 

 

(１) 医療・介護関係者の円滑な情報共有 

要介護・要支援者に伴走者としてのサービスが提供できるよう、医療・介護に関する多職種の

間での適時・適切な情報共有とコミュニケーションを行います。 

 

(２) 通いの場への専門職派遣 

リハビリテーション専門職派遣事業において、いきいき百歳体操を実施する住民主体の通い

の場に理学療法士等の派遣を行い、効果的な運動を実施するための相談指導を行います。 

 

(３) ケアマネジメントの向上 

自立支援型地域ケア会議において、自らに適したリハビリテーション等を利用し、望む暮らしを

送ることができるようケアプラン（※）の見直し等を行います。 

また、介護支援専門員（ケアマネジャー）（※）が自立支援・重度化防止に資する介護予防のケア

マネジメントに対する理解を深めるため、府中町域介護サービス事業者連絡協議会（P54）等で

意識啓発を図ります。 

 

(４) 予防リハビリテーションの周知 

日々の生活の中で予防リハビリテーションの必要性を認識し、できるだけ早い段階から自らの

身体状況に合わせたリハビリテーションに取り組むため、高齢者への普及啓発を行います。 
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重点的取組３ 認知症高齢者対策（共生・予防）の推進 

国が定めた認知症施策推進大綱(令和元年６月)では、認知症の発症を遅らせること、また認知症に

なっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の支援を重視しながら

「共生」と「予防」により施策を推進することを基本としています。 

本町では、認知症の人ができる限り住み慣れた地域やよりよい環境で自分らしく暮らし続けること

ができるように、認知症に関する知識の普及啓発に取り組みます。 

また、認知症の早期発見、早期対応することや、認知症地域支援推進員を中心とする地域の認知症

カフェ、認知症ケアパス（※）を活用した取り組み等の認知症相談支援の体制を充実し、医療・介護の

関係者をはじめ、地域住民も含めたネットワークを構築し、サポート体制を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.普及啓発の推進 

 

(１) 認知症サポーター養成事業（再掲） P38 に掲載 

 

(２) その他の普及啓発 

【第８期の取組と課題】 

〇 新型コロナウイルス感染症感染拡大により、がん検診・集団健診会場での物忘れチェッ

クの実施やパンフレットの配布は中止しました。代替えとして物忘れチェックや認知症の

相談先を記載したチラシを集団健診（検診）申込者全員に発送しました。 

【第９期の取組等】 

〇 物忘れチェックの実施や、パンフレットの配布等を行い、認知症の予防、早期発見、早期

対応の必要性、認知症の人やその家族を支援する取り組みを普及・啓発していきます。 

〇 小中学生に向けた認知症の普及啓発（認知症サポーター養成講座の実施）をします。 

〇 認知症の人が発信する機会や場所についての支援を検討します。 

 

  

 

住み慣れた地域で認知症の人が尊厳と希望を持って自分らしく暮らすことが
できる。 

 

評価指標 現状数値 目標値 

認知症高齢者の割合（日常生活自立度がⅡａ
以上の人の割合） 

10.7％ 

（令和４年度） 
10.0% 

認知症施策や相談窓口を知っている人の割合
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

28.2％ 

（令和４年度） 
38.３% 
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２.予防対策の推進 

 

認知症予防は総合的なアプローチが重要であり、生活習慣、心身の健康、社会的つながり、認知能

力の刺激をバランス良く取り入れることが効果的です。また、早期の予防活動が認知症の進行を遅ら

せるのに役立つと言われています。 

そのため、一般介護予防事業の実施により、高齢者の社会参加活動を促進し、学習等の活動の場を

活用し、早期での認知症予防に努めます。 

 

(１) 認知症予防セミナー（再掲） P３３に掲載 

 

(２) 健康マージャン教室（再掲） P３３に掲載 

 

(３) 認知症予防オレンジサロン事業（再掲） P３４に掲載 

 

３.認知症にやさしい体制づくり 

 

(１) 相談窓口の充実 

認知症の人やその家族が抱える課題は多岐にわたり、様々な分野での支援が必要になることがあり

ます。認知症の人やその家族への情報提供を行うため、地域包括支援センターを中心に、医療機関や介

護サービス事業所等の関係機関との連携を行います。 

 

【第８期の取組と課題】 

〇 ９月のアルツハイマー月間に合わせた広報での周知やつばきバス（モニター）へ相談窓口

の掲載に取り組みました。 

〇 令和４年度から、役場２階ロビーの電光掲示板に相談窓口の掲載をしています。 

〇 認知症ケアパスを改定しました。 

【第９期の取組等】 

〇 引き続き、医療機関や介護サービス事業所等の関係機関との連携を図ります。 

〇 地域の回覧板等で認知症に関する情報とともに相談窓口を周知するなど、広報活動の

拡充を図ります。拡充の一環として、図書館で認知症に関する図書展示、相談窓口のチ

ラシの配架を検討します。 

〇 認知症ケアパスを活用し、個別の相談に適切に対応します。 

 

 

(２) 認知症地域支援推進員 

認知症地域支援推進員を１名配置し、認知症に関する取り組みに対し、効果的な支援を行います。 
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【実施状況の推移と目標】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（目標） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

認知症地域支援推進員配置人員  １人 １人 １人 １人 １人 １人 

【第８期の取組と課題】 

〇 高齢者福祉サービスと介護予防事業の一覧（「在宅高齢者のための各種事業」）、社会福

祉協議会作成の認知症に関するリーフレットや認知症ケアパスを活用し、認知症地域支

援推進員や認知症に関する相談窓口の周知に努めました。 

〇 ステップアップ講座の開催と認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み（府中

町版チームオレンジ：ＢＬＡＮＫＥＴ）の整備を推進する必要があります。 

【第９期の取組等】 

〇 令和７年の「府中町版チームオレンジ：ＢＬＡＮＫＥＴ」の立ち上げに向けて、認知症に関す

る取組に対し効果的な支援を行うため、チームメンバーの育成の準備とステップアップ

講座の開催に取り組みます。 

〇 若年性認知症の人を含めた相談窓口の周知を継続します。認知症サポーター養成講座

やステップアップ講座を開催し、認知症の人とその家族の支援者を増やします。 

〇 関係機関と連携し、認知症サポーターを中心とした支援を本人・家族のニーズに繋ぐ仕

組みを整備し、認知症の人が安心して暮らせる町づくりを目指します。 

 

(３) 認知症初期集中支援チーム 

認知症が疑われる人やその家族に対して複数の専門職が訪問を行い、初期の支援を包括的に

行います。また、認知症地域支援推進員との連携を図り、認知症の人の早期診断・対応に努める

とともに、必要に応じ、医療サービスから介護サービスへの切れ目ない対応や連携を行います。 

 

【実施状況の推移と目標】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（目標） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

認知症初期集中支援チームの相談件数  ０件 ０件 ０件 ５件 ５件 ５件 

【第８期の取組と課題】 

〇 安芸郡４町でみくまり病院へ委託し年４回勉強会を実施していましたが、新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大のため中止しました。 

〇 令和４年度から、チームの指導役である認知症サポート医については、安芸郡３町（府中

町、海田町、坂町）合同で、安芸地区医師会へ委託しています。 

〇 認知症高齢者の割合が増えていることからも、認知症の早期対応が行えるように、地域

包括支援センターに認知症初期集中支援チームを設置しており、住民に周知する必要が

あります。 
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【第９期の取組等】 

〇 認知症の早期発見、早期対応に向けて、チラシや広報で認知症初期集中支援チームの周

知を図ります。 

〇 医療・介護サービスを本人が希望しない等により、社会から孤立している状態にある人

に対応できるよう、先進的な活動事例をもとに事例検討会を行います。 

〇 認知症初期集中支援チームが、地域包括支援センターに設置してあることを、広く住民

に周知します。 

 

(４) 認知症サポーター活動促進事業 

認知症の人やその家族は、認知症の受容や今後の見通しなどに大きな不安を抱えているため、

認知症の人やその家族の悩み等を把握し、認知症サポーターによる認知症の困りごとに対する

支援（認知症サポーター活動促進事業）を早期に実施し、住み慣れた地域で暮らせるようサポー

ト体制を強化します。 

 

【実施状況の推移と目標】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（目標） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

認知症サポーター・ステップアップ講座修了（登
録）者数 

０人 ０人 ０人 １０人 ２０人 ３０人 

【第８期の取組と課題】 

〇 国の認知症施策大綱では、令和７年までに全市町村に「認知症サポーター活動促進事

業」の取組として、「チームオレンジ」の整備が掲げられています。 

※ チームオレンジ ： 近隣の認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族に対

する生活面の支援等を早期に行う取組。 

〇 令和４年度の、「認知症サポーター養成講座」の修了者は７２名でした。養成講座では認

知症サポーター活動促進事業についての周知を行い、活動の継続を希望する人を募り

ました。 

【第９期の取組等】 

〇 令和７年のチームオレンジ発足（ＢＬＡＮＫＥＴプロジェクト）に向け、認知症に関する取組

に対し効果的な支援を行うために配置している認知症地域支援推進員が、関係機関と

連携しチームメンバーの育成の準備とステップアップ講座の開催や体制づくりを推進し

ます。 

※ BLANKET プロジェクト ： 本町におけるチームオレンジの体制構築企画。認知症に

関する知識の普及啓発や、認知症の早期発見・早期対応を目指す、ネットワークとサ

ポート体制の構築。 

※ 「あたたかい」「つつみこむ」などのイメージを持つ毛布（ブランケット）から着想し、認

知症の人々に対するフレンドリーな環境づくりを目指そうという思いを込めてい

る。 
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認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範

囲で手助けする「認知症サポーター」を養成し、認知症高齢者等にやさしい地域づくりに取り組

んでいます。 

〇認知症サポーターの役割 

１.認知症に対して正しく理解し、偏見を持たない。 

２.認知症の人や家族に対して温かい目で見守る。 

３.近隣の認知症の人や家族に対して、自分なりにできる簡単なことから実践する。 

４.地域でできることを探し、相互扶助・協力・連携・ネットワークをつくる。 

５.まちづくりを担う地域のリーダーとして活躍する。 

 

まずは、認知症サポーターから始めよう！ 

本町では、地域住民、小中学校や企業で認知症サポーターの養成を推進し、地域でも幅広い

年齢層の認知症サポーターが活躍しています。 

認知症サポーター養成講座は、地域住民、金融機関やスーパーマーケットの従業員、学生な

ど様々な人に受講していただいています。 
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(５) 認知症高齢者の権利擁護 

 

① 成年後見制度の利用支援 

成年後見制度は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等が安心して生活できるよう保護

し支援する制度です。法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重し、健康や生活状

況に配慮しながら、本人に代わり財産の管理や介護サービスや施設への入所などの契約等を行

い権利擁護に取り組んでいます。 

 

② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」 

毎日の暮らしの中には、いろいろな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんありま

す。府中町社会福祉協議会では、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等、判断能力が不十分

で、日々の暮らしに不安のある人が、少しでも安心して暮らせるよう支援します。 

≪お手伝いしていること≫ 

・福祉サービスを利用するときのお手伝い 

・お金の出し入れのお手伝い ・通帳や印鑑などを預かること 

【第８期の取組と課題】 

〇 金銭管理など、日常生活上の支援を実施。対応が難しい場合には他機関と連携しながら

支援を進めています。 

〇 権利擁護支援が必要な人を早期に発見し速やかに適切な支援につなげるための相談窓

口やネットワーク体制、地域連携、そして、地域連携ネットワークの中核機関の整備が必

要になります。 

【第９期の取組等】 

〇 制度の情報を正しく必要な人に提供できるように、専門職を含め、幅広く周知を図ると

ともに、関わる職員の支援力向上を図ります。 

〇 地域の高齢者のニーズを早期発見し、きめ細かな相談支援、サービスにつなげられるよ

う、また相談窓口や各種制度の普及啓発を図っていきます。 

〇 成年後見制度については、その利用が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげ

る地域連携の仕組みづくりの構築を目指すため、基本計画の策定や中核機関の整備を

検討していきます。 

〇 制度の利用促進に向けた効果的な広報活動に取り組みます。 

 

４.家族介護者への支援 

 

(１) 認知症カフェ 

府中町グループホーム連絡会「茶のみ処 椿」やボランティア団体「だんだん」が、認知症の人と

その家族のための認知症カフェを運営しており、地域の人が集える場所となっています。 
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(２) 認知症の人と家族の会 

「認知症の人と家族の会」は、認知症の人や介護している家族等が会員となり、認知症に関す

る知識の普及や介護に関する相談活動を行っています。 

 

(３) 認知症高齢者個人賠償責任保険の加入 

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症の方が他人の物を壊した

り怪我を負わせるなどの賠償責任を負った場合に、保険金の支払いを受けることができる「認知

症高齢者個人賠償責任保険事業」を普及啓発し加入を促します。 

対象は、高齢者ＳＯＳ捜索支援事業に登録している方です。 

 

【第８期の取組と課題】 

〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、認知症カフェは閉鎖しました。令和５年１

月から一部再開しましたが、参加者が減っているため、積極的に周知し参加者を増やすこ

とが課題です。 

【第９期の取組等】 

〇 家族介護者が必要とするニーズの把握に努め、支援が必要なときにすぐに提供できる

よう、認知症の人と家族の会等関係機関と連携します。 

〇 家族介護者の視点を踏まえて、認知症の人やその家族、介護者を対象とした集いを引き

続き支援します。 

〇 在宅の認知症高齢者を介護する家族等の相談に応じるため、広島県が養成する認知症

介護アドバイザー（オレンジアドバイザー）（※）等との連携に努めます。 

 

５.見守り支援のネットワーク 

 

(１) 安全確保のための情報網の整備（認知症高齢者見守り事業） 

 

① 府中町徘徊高齢者ＳＯＳ捜索支援事業 

徘徊による行方不明者を速やかに保護し、その後の支援まで円滑に

対応できるよう、地域住民や地域包括支援センター、警察等の関係機

関との連携を図ります。なお行方不明者が発生した場合は、警察から

の通報を受け、防災行政無線で捜索の協力を呼びかけるとともに、安

全安心情報メールで確認ができるよう情報を配信しています。 

登録者へは、本人の情報が記入されたペンダント「命のカプセル」を

身につけて行動してもらい、行方不明になっても、身元が確認できる

ようにしています。併せて、安芸区、安芸郡４町及び海田警察署での

SOS ネットワークを構築し、行方不明者を早期に発見できるよう連携

を強化しています。 

命のカプセル（実物大） 
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② 見守りシール 

QR コードが印字されたラベルシールを交付し、万が一認知症高齢者が行方不明となり発見・

保護された場合でも、ラベルシールをスマートフォンで読み取ることで、発見者とご家族等が対

象者の安否確認をインターネット上の掲示板で共有し、身元確認や家族への引き渡しを円滑に行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第８期の取組と課題】 

〇 行方不明となった認知症高齢者が発見・保護された場合に、見守りシールについている

ＱＲコードをスマートフォンで読み取ることで家族等に連絡が入る体制を整備し令和３

年３月から事業を開始しました。 

〇 円滑な事業運営に繋げるため、令和４年度は２回（４月・９月）に役場庁舎２階ロビーの広

告付き行政情報案内モニターに事業の概要を掲示し、周知に努めました。 

【第９期の取組等】 

〇 本町だけでなく近隣市町の職域等へ広く事業周知を行い、見守りシール利用者発見時

に迅速に対応できるよう努めます。 

 

③ 関係機関とのネットワーク及び連携体制の構築 

高齢者虐待(※)の対応及び認知症高齢者の見守りのために、関係機関で構成された府中町

高齢者虐待及び見守りネットワークを設置しています。また、町内の認知症高齢者等の早期把握

に努め、適切な支援を施すことを目的として、広島東警察署と「認知症高齢者等の支援に係る広

島東警察署と府中町の相互連携に関する協定」を締結しています。 

【第８期の取組と課題】 

〇 見守りネットワーク会議（研修会）を年１回開催しました。なお、令和３年度は新型コロナ

ウイルス感染症感染拡大のため、令和２年度のアンケート結果の送付など書面開催を行

いました。 

〇 令和４年度は虐待防止や警察の高齢者の徘徊等の見守りについての研修を実施しました。 
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【第９期の取組等】 

〇 引き続き地域包括支援センターと連携し、徘徊の恐れがある認知症高齢者及びその家

族に対し、登録の案内を行います。 

〇 年１回登録者に連絡を行い、情報の更新を行います。 

〇 実際に徘徊が起こった場合、府中町高齢者虐待防止及び見守りネットワーク関係機関に

速やかに情報共有し、捜索を行います。 
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重点的取組４ 高齢者を支える体制づくり 

高齢者世帯やひとり暮らし高齢者数及び認知症高齢者数の増加に伴い、高齢者を取り巻く問題は

多様化しています。この状況を踏まえ、保健、医療、福祉の協力だけでなく、地域で活動するボランテ

ィア団体、町内会、老人クラブなどの組織との連携を強化し、高齢者をサポートするための協働体制

をより強化していくことが求められます。高齢者が住み慣れた地域で安心して在宅生活を続けること

ができるよう、地域の社会資源が一体となり、課題解決に取り組む体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.相談・支援体制の整備 

 

府中町社会福祉協議会に設置している地域包括支援センターが、介護・医療・保健・福祉などの側

面から高齢者を支える総合相談窓口（高齢者のよろず相談所）となっています。 

要介護にならないように介護予防支援を行う“介護予防ケアマネジメント”、必要なサービスや制度

を紹介する“総合相談・支援”、成年後見制度活用や虐待防止への取組を行う“権利擁護”、地域ケア会

議の開催やケアマネジャーの支援等を行う“包括的・継続的ケアマネジメント”の４つの業務を担い、高

齢者が住み慣れた地域で生活できるように支援しています。 

また、行政と医療機関、福祉事業所、地域の支援機関等が連携し、障害・高齢・生活困窮といった分

野ごとの支援体制では対応できないような「複雑化・複合化した支援ニーズ」に対応する支援体制を

構築します。 

 

(１) 地域包括支援センターの運営 

①  総合相談・支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域における関係者とのネットワーク

を構築するとともに、高齢者の状況や生活の実態を把握し、高齢者や家族、民生委員等からの

介護や福祉等に関する相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制

度の利用につなげる等の支援を行います。 

  

 
住み慣れた地域で安心して暮らすことができる。 

 

評価指標 現状数値 目標値 

主観的幸福感の高い高齢者の割合 
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

61.1％ 

（令和４年度） 
64.3% 

※主観的幸福感とは、どのくらい幸せかを本人の主観をもとに測るもので、健康・経済状況・生きがい等と相関関係があ

ります。 
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【第８期の取組と課題】 

〇 継続的な関わりが必要な人、世帯全体での支援が必要な人、重度認知症の人等、相談内

容は多様化・複雑化しており、様々な制度や関係機関との連携が必要になります。 

【第９期の取組等】 

〇 地域包括支援センター、基幹相談支援センター、府中町くらしごと自立応援センター等

の連携を強化し、属性や世代を問わず様々な相談を受け止めます。 

〇 各相談窓口で対応する複雑化・複合化した課題に対して、各専門機関や関係者が話し合

う機会を確保します。また、アウトリーチ支援や参加支援事業へのつなぎ、地域における

関係づくりなどを検討します。 

〇 支援が届いていない人に確実に支援を届けられるよう、各機関とのネットワークの中か

ら「困りごと」を抱える人を見つけ、本人との信頼関係を築くよう努めます。 

 

② 権利擁護業務 

地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは問題が解決できず、適切なサー

ビスにつながらない等、困難な状況にある高齢者に対して、成年後見制度の活用、老人福祉施設

等への措置支援、高齢者虐待対応、困難事例対応、消費者被害防止に関する諸制度を活用し、専

門的・継続的な視点から支援を行います。 

 

③ 介護予防ケアマネジメント業務 

要支援１・２の方や総合事業対象者のケアマネジメントの支援と、すべての高齢者の自主的な

介護予防への取組を支援します。 

 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

「地域ケア会議」等を通じた自立支援に資するケアマネジメントの支援、包括的・継続的なケア

体制の構築、地域における医療機関や介護支援専門員・介護保険サービス事業者等の連携によ

り、住みやすい地域づくりを目指します。 

また、介護支援専門員等が抱える支援困難事例等への指導・助言を行います。 

ア 包括的支援事業体制整備会議 

名  称 協議事項 

地域ケア推進会議 
高齢者が抱える個別の事例検討によって共有された地

域課題の解決策等の検討に関すること。 

在宅医療・介護関係者等参

画会議 

在宅医療・介護連携の現状の把握と課題の抽出、解決

策等の検討に関すること。 

生活支援・介護予防サービス 

提供主体等協議体 

生活支援や介護予防サービスの提供主体間の情報共

有及び連携・協同による体制整備に関すること。 

認知症初期集中支援チーム 

検討委員会 

認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況に関す

ること。 



54 

イ 地域ケア会議 

地域ケア会議は、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の効果的な実施のために、

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者により構成

される会議です。地域の医療、介護等の多職種が適宜協働し、介護支援専門員の自立支

援に資するケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいで

の生活を地域全体で支援していき、地域包括ケアシステムの実現へとつなげることを目

的として行います。 

 

地域ケア個別会議  

高齢者に対する支援体制の充実を図るため、地域とのネットワークを構築し、町内

会長や民生委員と高齢者一人ひとりの個別課題などの課題分析をすることで、地域

に共通した課題を明確化します。 

自立支援型地域ケア会議  

要支援者等の自立支援・介護予防の観点を踏まえて、多職種で生活行為の課題解

決、状態の改善に導き、自立を促し、高齢者のＱＯＬ（※）の向上を目指します。 

ウ 府中町域介護サービス事業者連絡協議会 

介護支援専門員・介護保険サービス事業者等の資質向上のため、研修や連携の支援に

努めています。 
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【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

包括的支援事業体制整備会議 

 地域ケア推進会議 

0 回 0 回 0 回 1 回 1 回 1 回 

 在宅医療・介護関係者等参画会議 

 
生活支援・介護予防サービス提供主体等 
協議体 

 認知症初期集中支援チーム検討委員会 

地域ケア会議 

 地域ケア個別会議 3 回 2 回 0 回 5 回 5 回 5 回 

 自立支援型地域ケア会議 4 回 10 回 11 回 11 回 11 回 11 回 

府中町域介護サービス事業者連絡協議会 

 府中町域介護サービス事業者連絡協議会 9 件 12 件 14 件 8 件 8 件 8 件 

 介護支援専門員情報交換会 2 件 2 件 7 件 2 件 2 件 2 件 

 主任ケアマネの会 2 件 1 件 1 件 2 件 2 件 2 件 

【第８期の取組と課題】 

〇 地域ケア会議では、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援に向けて、自立支

援型地域ケア会議を、令和３年１２月から開始し、毎月１回開催しています（４月、８月を

除く）。毎回１～２事例について、多職種の助言者による専門的な助言を得ながら、多角

的視点から要支援者等の自立支援に向けての検討を行っています。 

〇 令和５年度は、事例提供者のスキルアップだけでなく、介護支援専門員等に、支援者の

自立支援に資するケアマネジメントのスキルアップにもつながるよう、自立支援型地域

ケア会議についての研修を行いました。 

〇 自立支援型地域ケア会議については、介護予防・生活支援サービス事業対象者や要支援

者の自立支援・介護予防の観点を踏まえ、生活行為の課題解決や自立に向けた QOL の

向上を実現するためには、介護専門職だけでなく高齢者自身の意識の醸成や啓発が必

要になります。 

〇 地域ケア個別会議や自立支援型地域ケア会議などで明確になった地域課題等について

は、引き続き地域ケア推進会議において資源の開発や地域づくりに取り組む必要がありま

す。 

【第９期の取組等】 

〇 多職種連携による包括的・継続的ケアマネジメントの支援を強化するため、医療・介護に

関わる専門職を中心とした多職種による研修や連絡会の実施等に取り組みます。 

〇 介護サービスのみならずインフォーマルサービス(※)を活用したケアマネジメントが実

施できるよう研修等を行います。 

〇 個別ケースで明らかになった地域課題等については、課題解決に向けた医療・介護・保

健福祉が一体的提供に向け、多職種・地域との連携強化や、包括的・継続的なケアマネジ

メントを推進します。将来的には資源の開発や政策形成に繋げます。 

〇 自立支援型地域ケア会議において、自立支援に向けた意識の向上を目指せるよう支援します。 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



57 

(２) 在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を継続すること

ができるよう在宅医療と介護を一体的に提供することを目指します。また、医療機関と介護サー

ビス事業所の連携を推進します。 

 

【相談支援のフロー図】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：一般社団法人安芸地区医師会 ホームページをもとに作成） 

 

① 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

在宅医療・介護連携を支援する相談窓口を設置し、地域の医療・介護関係者や地域包括支援セ

ンターから、在宅医療・介護連携に関する相談等を受け付け、必要な情報提供や支援・調整を行

います。 

 

② 地域住民への普及啓発 

地域の在宅医療・介護連携を推進するためには、医療・介護関係職種だけでなく、地域住民が

在宅医療や介護について理解し、在宅での療養が必要となったとき必要なサービスを適切に選

択できるようにすることが重要です。また、人生の最終段階におけるケアのあり方や在宅での看

取り（※）について理解することも、適切な在宅療養を継続するためには重要であり、これらの理

解を促進していきます。 

また、普及啓発のためのパンフレット「府中町医療・介護マップ」を配布するとともに、町ホーム

ページに掲載しています。 

 

③ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

患者・利用者の在宅療養生活を支えるために、状態の変化等に応じて医療・介護関係者間で速

やかな情報共有ができるよう、支援します。 
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④ 医療・介護関係者の研修 

地域の医療・介護関係者の連携を強化するため、多職種でのグループワーク等の研修を行い

ます。 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

在宅医療・介護連携を支援する相談件数 2件 4件 3件 5件 5件 5件 

在宅医療・介護連携の地域住民への普及啓発
の回数 

9回 7回 8回 10回 10回 10回 

【第８期の取組と課題】 

〇 高齢者のふれあいいきいきサロンや民生委員児童委員協議会等で、アドバンス・ケア・プ

ランニング（ＡＣＰ）（※）について普及啓発しました。 

〇 新型コロナウイルス感染症感染拡大前は、多職種での意見交換会を行っていましたが、

現在は研修会（年１回）や勉強会（年２回）をオンラインで行っています。 

〇 在宅医療・介護連携支援センター（安芸地区医師会）の相談窓口が周知、活用できてい

ないことから、積極的な周知を図る必要があります。 

【第９期の取組等】 

〇 在宅療養者の増加に対応するため、医療と介護のサービスが切れ目なく提供できるよ

う、多職種による連携を更に進めていきます。 

〇 住民が在宅医療や介護について理解し、在宅での療養が必要になったときに必要なサ

ービスを適切に選択できるよう、人生の最終段階のケアや在宅での看取りに関する講

演会や出前講座を行うなど、普及啓発に取り組みます。 

 

(３) 認知症総合支援事業 

医療機関や介護サービス、地域の支援機関をつなぐ支援や、認知症の人やその家族を支援す

る相談業務等を行う「認知症地域支援推進員」１名を町に配置し、効果的な支援を行います。 

 

① 認知症地域支援推進員の配置（再掲） P44 

② 認知症初期集中支援チーム（再掲） P45 

 

(４) 生活支援体制整備事業 

地域包括支援センターやサービス事業者との連携のもと、医療・介護のサービス提供だけでな

く、生活支援サービスに関わるあらゆる主体（ＮＰＯ法人、民間企業、ボランティア、町内会、シル

バー人材センター、老人クラブ、商工会、民生委員等）と情報を共有しながら、日常生活上の支援

体制を充実・強化し、高齢者の社会参加の促進を図ります。 
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① 生活支援コーディネーター 

生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等による

地域資源の開発や、サービス提供主体間の情報共有や連携によるネットワーク構築のため、府中

町社会福祉協議会に生活支援コーディネーター（※）を配置するとともに、体制強化及び機能強

化を図ります。 

 

② ちょこっとお助け手帳 

民間事業者を含めた生活支援サービスの把握に努め、生活に役立つ情報を掲載した「ちょこっ

とお助け手帳」を作成・配布しています。ちょこっとお助け手帳は、お弁当や日用品を配達してく

れるお店・集配してくれるクリーニング屋さん、そんな“ちょこっと”困ったときに助けてくれるサ

ービスをまとめた冊子です。 

 

③ お元気サポーター養成講座 

ボランティア等の支援の担い手に対する研修・人材育成のため、「府中町お元気サポーター養

成講座」を広島大学及び府中町社会福祉協議会と共同で実施します。 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

生活支援コーディネーター配置人数 1人 1人 1人 2人 2人 2人 

お元気サポーター養成講座実施回数 5回 18回 24回 18回 21回 24回 

お元気サポーター養成講座修了者数（累計） 79人 113人 176人 191人 234人 293人 

 

【第８期の取組と課題】 

〇 地域活動の担い手の養成や発掘につながる講座や仕組みづくり、組織活動を実施しま

した。点としての取組をつなげながら線から面へと拡大しています。 

〇 ちょこっとお助け手帳を毎年夏に更新しています。 

〇 お元気サポーター養成講座では、３級・２級・１級の養成講座を開催しました。修了者を対

象とした「まちづくり座談会」には毎月１５名前後のメンバーが参加し、お互いの意見交

換や企画を話し合っています。 

〇 「府中町お元気サポーター」修了者が集いの場を始めているところもあり、広報や企画

等の相談に対応するなどのフォローをしながら進めています。お元気サポーター運営の

集いの場「げんサポこみゅにてぃ」を令和５年６月より開始しています。 

〇 地域活動等が広がっている一方、新規企画に参画するなどの人材が不足しています。 
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【第９期の取組等】 

〇 生活支援コーディネーターにおいては、人口規模に見合った人員を配置することを目指

すとともに、お元気サポーター等の協力者と協働し、地域づくりを推進する体制を構築

します。 

〇 ちょこっとお助け手帳について、新しい生活様式に対応するように内容を充実させま

す。 

〇 お元気サポーターが共同で実施する活動の場や機会を増やし、新たな企画に挑戦でき

るよう支援します。 

〇 お元気サポーター養成講座の新規受講者数増加とお元気サポーター養成講座修了者の

自主性・主体性の維持に向けて、目的や効果、ビジョン等を更に明確にし、地域活動にお

ける「見える化」を図っていきます。 

 

(５) 地域ケア会議推進事業（再掲） Ｐ５３に掲載 

 

２.高齢者の虐待防止・権利擁護の推進 

 

(１) 高齢者の虐待防止対策の推進 

自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重されること、尊厳をもって生きることは、

介護の必要の有無に関わらず誰もが望むことです。しかし現実には、高齢者の権利を侵害する高

齢者虐待が問題となっています。 

虐待は、暴力的な行為（身体的虐待）だけではなく、暴言や無視、いやがらせ（心理的虐待）、必

要な介護サービスの利用をさせない、世話をしないなどの行為（介護・世話の放棄・放任）や、勝

手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為（経済的虐待）も含まれます。また、中には、性的な

いやがらせなど（性的虐待）もあります。 

高齢者への虐待を未然に防ぐためには、家庭内にとどまらず社会全体での権利擁護や虐待防

止の意識の醸成が必要になります。 

 

【第８期の取組と課題】 

〇 見守りネットワーク会議（研修会）を年１回開催しています。令和３年度は新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大のため開催できず、令和２年度のアンケート結果を送付し、書面開

催としました。 

〇 令和４年度は虐待防止や警察による高齢者の徘徊等の見守りについての研修を実施し

ました。また、虐待の早期発見のためのチラシを作成・配布し、早期発見、早期対応に努

めています。 

〇 高齢者虐待の疑いがある相談、通報が入った時には、地域包括支援センターと連携して

養護者支援も視野に入れながら、高齢者の権利擁護の支援を行っています。 

〇 虐待の早期発見のための相談窓口の周知や、虐待を未然に防ぐための権利意識の啓
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発、認知症等の正しい知識や介護方法の周知啓発が必要になります。 

【第９期の取組等】 

〇 虐待の早期発見のため、広報やチラシにより相談窓口等の周知を図ります。 

〇 高齢者虐待の疑いがある高齢者の相談や通報が入った際は、府中町地域包括支援セン

ターと連携して迅速に対応します。 

〇 養護者の支援を円滑に行うため、広島県や関係機関との連携強化に努めます。 

〇 社会福祉士や弁護士を講師に迎え、実際の虐待事案など事例検討会を府中町地域包括

支援センターと合同開催し、職員の資質向上に努めます。 

〇 福祉施設職員に対する高齢者虐待防止の啓発や研修を行い、各種サービス利用時にお

ける虐待防止の取組に努めます。 

 

(２) 高齢者の権利擁護の推進 

権利擁護とは、権利を守る取組です。認知症やその他の病気によって心身機能の低下や判断

能力が低下しても、虐待や消費者被害等から人権や財産を守り、高齢者が安心して生活できるよ

う、権利擁護の制度に関する普及啓発や情報提供、また、権利擁護の意識の醸成を図ります。 

また、地域包括支援センター等と連携しながら、高齢者等からの権利擁護に関わる相談にきめ

細かく対応します。 

① 成年後見制度利用支援事業（再掲） P38 

② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」（再掲） P48 

③ 消費者被害防止に係る普及啓発 

振り込め詐欺等の消費者被害を未然に防ぐため、府中町地域包括支援センターと連携して出

前講座を実施し、必要に応じて関係機関へ繋げます。 

 

３.在宅福祉サービス 

 

ひとり暮らし高齢者等の生活支援のために、在宅福祉サービスを実施します。 

 

(１) 高齢者軽度生活援助事業 

ひとり暮らし高齢者等が自立した生活の継続を可能とするため、軽易な日常生活上の援助（電

球の付替、手紙などの代読、郵送の支援、室内清掃等）を行います。 

 

(２) ごみ出し支援 

① 高齢者等生活環境支援事業 

大型ごみをごみステーションまで自分で持ち出すことができない高齢者等の負担を軽減する
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ため、個別に訪問して収集を行います。 

② ふれあい収集事業 

令和５年度から、ごみ出しが困難な高齢者等の負担を軽減するため、大型ごみ以外のごみに

ついても戸別収集を実施しています。 

 

(３) 見守り支援 

① 緊急通報システム事業 

ひとり暮らし高齢者等の安否の確認や不安感を解消するために、高齢者の自宅に緊急通報装

置を設置し、２４時間体制の緊急通報体制を確保します。併せて、電話相談員が定期的に電話を

し、安否の確認の他、相談や助言を行います。 

 

 

② 見守り事業（再掲） P34 

③ 見守り活動の支援 

支援を必要とするひとり暮らし高齢者等に対し、民生委員、町内会長、老人クラブ、ボランテ

ィア等地域住民の協力のもと、声かけや友愛訪問（※）など、日常的に見守り活動が実施できる

よう連携を図ります。 

また、高齢者の見守り活動に取り組んでいる団体との情報交換を積極的に行い、活動が継

続・充実できるようにサポートするとともに、活動団体同士の横のつながりづくりのための情報

提供や見守り活動への支援を行います。 

 

(４) 住宅改造費助成事業 

要介護・要支援認定のない７５歳以上の高齢者（所得税非課税世帯）に対して、居室等を改良す

る工事に要した経費（１０万円を限度とする）の９割に相当する額を助成し、住み慣れた地域社会

の中で引き続き安全・快適に生活していくことができるよう支援します。 

 

(５) 高齢者日常生活用具給付事業 

ひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活用具（電磁調理器、火災警報器）を給付します。 

 

固定タイプ 携帯タイプ 
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【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度令和８年度

高齢者軽度生活援助事業 利用延人数 97人 97人 100人 100人 100人 100人 

高齢者等生活環境支援事業 
（大型ごみのごみ出し） 

利用延人数 40人 33人 60人 60人 60人 60人 

緊急通報システム事業 
設置台数 

（平均） 
101台 95台 92台 92台 92台 92台 

住宅改造費助成事業 利用者数 7人 3人 4人 4人 4人 4人 

電磁調理器 給付件数 0件 0件 0件 1件 1件 1件 

火災警報器 給付件数 0件 0件 0件 1件 1件 1件 

【第８期の取組と課題】 

〇 見守り活動支援において、定例的に開催される民生委員児童委員協議会において、日

常的な見守り活動に必要となる地域や各種団体とのネットワーク形成、連携調整や情報

交換等を行っています。 

〇 緊急通報システム事業においては、協力員の確保が課題となっています。 

〇 見守り活動の支援においては、少子高齢化の進行による対象者の増加と担い手不足が

課題となっています。 

【第９期の取組等】 

〇 高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯が一層増加すると予想されています。必要な人が必

要な時にサービスを利用できるよう、広報ふちゅうや町ホームページで事業内容を継続

周知します。 
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重点的取組５ 高齢者にやさしい生活環境づくり 

高齢者を含む多様な人々が安心して暮らせるまちづくり、自立した生活ができる環境づくりを実現

することが重要です。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けるため、身体機能の低下に配慮したユニバーサルデ

ザイン（※）に配慮した、高齢者にやさしいまちづくりを推進します。また、高齢者の交通事故を防ぐた

め、交通安全教育に取り組みます。更に、高齢者の消費者被害などの相談事業を充実させ、災害時の

安全確保のための協力体制づくりを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.災害・感染症に係る対策 

 

介護サービスは、要介護・要支援者やその家族にとって住み慣れた地域における生活を支えるため

に必要不可欠なもので、災害や感染症による介護サービス提供体制に対する影響は、できる限り小さ

くしていく必要があります。そのため、災害や新型コロナウイルス感染症の流行に挙げられるパンデミ

ックの経験を踏まえ、日頃から介護サービス事業所と連携して、備えの体制を整備していく必要があ

ります。 

 

(１) 災害に対する備えの促進 

【第８期の取組と課題】 

〇 令和４年度に避難行動要支援者個別避難計画作成に向け、関係機関で協議を行いました。 

〇 災害時に高齢者等の要支援者が、安全に避難できるための体制づくりを目指すため、避

難行動要支援者名簿を定期的に更新し、個別避難計画の作成（見直し）が必要です。 

【第９期の取組等】 

〇 本町の地域防災計画との調和に配慮し、災害に備えた体制が介護サービス事業所で整

備されるよう支援します。 

〇 介護サービス事業所等で策定している災害に関する具体的な計画や訓練の実施状況

（避難経路、避難に要する時間の予測等）についての確認を定期的に実施します。 

〇 災害時に高齢者等の要支援者が、安全に避難できるための体制づくりを目指すため、避

難行動要支援者名簿を定期的に更新し、個別避難計画の作成（見直し）をします。 

 
住み慣れた地域で安心して暮らすことができる。 

 

評価指標 現状数値 目標値 

主観的幸福感の高い高齢者の割合 
（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 

61.1％ 

（令和４年度） 
64.3% 

※主観的幸福感とは、どのくらい幸せかを本人の主観をもとに測るもので、健康・経済状況・生きがい等と相関関係があ

ります。 

再掲 
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(２) 感染症に対する備えの促進 

【第８期の取組と課題】 

〇 介護サービス事業所に対して、国や広島県から届く感染症の通知や研修の案内を情報

提供し、感染症に対する周知啓発に努めました。 

〇 令和４年度に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した事業所に対して、感染

症対策に必要な物資を一部、配布しました。 

【第９期の取組等】 

〇 感染症発生時に備え、日頃から事前準備や介護サービス事業所との連携体制を構築す

ることが重要となります。介護サービス事業所に対して、国や広島県から届く感染症に

関する通知文書や感染症に係る研修の案内等を情報提供する等、感染症に対する周知

啓発に努めます。 

〇 感染症が発生した場合でも、持続可能なサービス提供体制の確保に必要な「感染症対

策、発生時の協力体制などの確認」及び「感染症対策に必要な物資（感染防護具、消毒液

その他）の備蓄・調達状況の確認」を、介護サービス事業所に対し定期的に実施します。 

 

(３) 感染症に係る体制の整備 

令和２年１月上旬に新型コロナウイルス感染症が国内で確認されてから令和５年５月に同感染

症が５類感染症に移行されるまで、外出機会の減少や通いの場の規模縮小、心身の不調等、住民

の生活や健康に大きな変化をもたらしました。フレイル（虚弱状態）を予防するためには、社会と

のつながりが密接な関係にあることが報告されています。今後、新型コロナウイルス感染症感染

拡大前の生活を取り戻していき、高齢者の社会参加を促進していくことが重要になります。 

高齢者自身がフレイルに気づき、健康維持につながる各種事業等への参加を促進します。 

 

① 感染症予防の周知・啓発 

【第８期の取組と課題】 

〇 広報へ毎年１回、感染対策を講じながらフレイルを予防する方法の記事を掲載しました。 

〇 住民の集いの場や民生委員児童委員協議会等において、感染症とフレイル予防に関す

る普及啓発を行いました。 

【第９期の取組等】 

〇 新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等への感染を防ぐため、通いの場や各家庭

で行えるセルフケアの方法等に関し、引き続き町ホームページや広報誌等を通じて周

知、啓発を行います。 
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② 通いの場などでの感染症対策 

【第８期の取組と課題】 

〇 厚生労働省作成の「地域がいきいき集まろう！通いの場」のポスターやリーフレットを、

町内公共施設、医療機関、いきいき百歳体操実施団体へ配布し、通いの場等を再開する

ために必要な情報提供や周知を行いました。 

〇 通いの場へ巡回し、感染症とフレイル予防についての啓発を行い、感染症対策について

の相談等を受けました。 

【第９期の取組等】 

〇 高齢者がいつまでも健康で元気な生活を送ることができるよう、感染症対策に配慮し

つつ、通いの場をはじめとする介護予防の取組を推進します。 

 

③ 公共施設の感染症対策 

マスクの着用は個人の判断となりますが、役場本庁舎など公共施設においては着用を推奨

し、消毒液の設置など、引き続き感染症対策に努めます。 

 

④ 感染症発生時の対策 

感染症が発生した場合、広島県西部保健所と連携する等、感染拡大を最小限に抑えるための

迅速な対応を徹底します。 

 

２.居住関連サービス 

 

(１) 自宅でのサービス（住宅改造費助成事業）（再掲） P62 に掲載 

 

(２) 賃貸住宅の居住支援制度 

一般財団法人高齢者住宅財団が行う「家賃債務保証制度（高齢者等が賃貸住宅に入居する際

の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことで、賃貸住宅への入居を支援する制度）」

に関する情報提供や相談を受けています。 

(３) 施設のサービス 

多様な介護ニーズの受け皿となっているサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等に

ついて、広島県及び関係機関と連携し、設置状況等の把握を行う等、高齢者の安定的な住まいの

確保に努めます。 

また、生活に困難を抱えた高齢者に対する住まいの確保の支援に取り組みます。 
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① サービス付き高齢者向け住宅 

介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。

居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケア専門家による

安否確認や生活相談サービスを提供する住宅です。町内には２施設（定員５８人）あります。 

施設名 住  所 電話番号 定員 

カープヒルズ広島府中 府中町茂陰一丁目１０番２１号 ２８６-２０８１ ４８人 

府中福寿苑 府中町茂陰二丁目６番２号 ５０８-２１１０ １０人 

② 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者が、低額な料

金で利用し、健康で明るい生活を送ることを目的とした施設です。町内には１施設（定員３０人）

あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

ケアハウスチェリーゴード 府中町柳ヶ丘２０番３２号 ５０８-０２２４ ３０人 

③ 有料老人ホーム 

生活する場所として居住機能と日常生活に必要な利便を提供するサービス機能が一体となっ

た高齢者向けの住宅です。介護付き（介護保険の特定施設入居者生活介護サービス事業所とし

て指定を受けているもの）、健康型（介護の必要がない人を対象とするもの）、住宅型（介護が必

要になっても住み続けることができるもの）の３種類があります。町内には介護付きと住宅型の

２施設（定員８９人）あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

アヴィラージュ広島府中（住宅型） 府中町鶴江二丁目２番６号 ２８９-６５５５ ４１人 

チェリーゴード（介護付き〔一般型〕） 府中町柳ヶ丘４０番１２号 ５０８-０２６７ ４８人 

④ 養護老人ホーム 

環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困難な高齢者が入所し養護を受ける

施設です。 

この施設は、家庭では十分な養護等を受けることができない高齢者が安心して生活できる場

であり、行政の措置施設です。 

町内には１施設（定員５０人）あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

養護老人ホームチェリーゴード 府中町柳ヶ丘２０番２号 ５０８-０２２２ ５０人 
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(４) 介護保険のサービス 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

要介護者が自宅で生活できるよう、日中・夜間を通じて１日複数回の定期訪問と随時の対応

を介護・看護が一体的に又は密接に連携しながら提供するサービスです。町内には１施設ありま

す。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

ニックス安芸府中ヘルパー・ナース２４ 府中町瀬戸ハイム三丁目１６番２号 ２８４-２９４１ ― 

② （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心として、要介護者又は要支援者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援するサービスです。町内には

３施設（定員８７人）あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

小規模多機能ホームなだの郷府中 府中町本町二丁目１番９号 ２３６-９６７２ ２９人 

ニックスマルチケア安芸府中 府中町瀬戸ハイム三丁目１６番２号 ２８４-２９４０ ２９人 

小規模多機能ホーム府中みどり園 府中町浜田二丁目３番２５号 ５１０-２６２０ ２９人 

③ （介護予防）認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症の要介護者又は要支援者が、少人数の家庭的な環境のもと、共同生活をおくる認知症

高齢者のためのグループホームで、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話や機能

訓練を行うサービスです。町内には４施設（定員８１人）あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

グループホームふれあい大須 府中町大須四丁目５番６号 ５０８-２４００ ２７人 

グループホームチェリーゴード 府中町柳ヶ丘４０番１２号 ５０８-０２６５ １８人 

グループホームふれあい青崎東 府中町青崎東７番１-５号 ５８１-８８８０ １８人 

グループホーム府中みどり園 府中町浜田一丁目６番７号 ２８１-６７００ １８人 

④ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特別養護老人ホー

ム） 

定員２９人以下の介護老人福祉施設に入所して、日常生活上の介護や機能訓練を受けるサー

ビスです。町内には２施設（定員５８人）あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

特別養護老人ホーム府中みどり園 府中町浜田一丁目６番７号 ２８１-６７００ ２９人 

地域密着型特別養護老人ホームチェリ
ーゴード 

府中町柳ヶ丘２０番２号 ５０８-０２２２ ２９人 
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⑤ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

入所定員が３０人以上の老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、要介護者に対し施設

サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護等日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療

養上の世話を行う施設です。町内には２施設（定員１３２人）あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

特別養護老人ホームチェリーゴード 府中町柳ヶ丘２０番２号 ５０８-０２２２ ８４人 

特別養護老人ホーム府中福寿苑 府中町茂陰二丁目６番２号 ５０８-２１１０ ４８人 

⑥ 介護老人保健施設 

要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、

必要な医療、日常生活上の世話を行い、在宅への復帰とともに、在宅生活の継続を支援する施

設です。町内には１施設（定員７２人）あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 定員 

老人保健施設チェリーゴード 府中町柳ヶ丘２０番１８号 ５０８-０２２３ ７２人 

 

(５) 介護保険の利用を支援するサービス 

① 介護予防支援 

要支援状態の利用者の心身の状態等に応じたサービス計画（ケアプラン）の作成や、関係機関

との連絡・調整を行うサービスです。町内には１事業所あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 

府中町地域包括支援センター 府中町浜田本町５番２５号 ２８５-７２９０ 

② 居宅介護支援 

要介護状態の利用者の心身の状態等に応じたサービス計画（ケアプラン）の作成や、関係機関

との連絡・調整を行うサービスです。町内には９事業所あります。 

 

施設名 住  所 電話番号 

府中町居宅介護支援センターふれあい 府中町浜田本町５番２５号 ２８５-７２８５ 

安芸地区医師会府中町居宅介護支援事業所 府中町山田一丁目１番 4２号 ８９０-３５５０ 

居宅介護支援事業所府中みどり園 府中町浜田一丁目５番２-１０４号 ２８１-６７２２ 

居宅介護支援事業所チェリーゴード石井城 府中町石井城一丁目９番１０-１０１号 ５３６-０８８０ 

居宅介護支援事業所こごもり 府中町鹿籠一丁目１１番３５-２０５号 ２０７-２５１７ 

はーとふる居宅介護支援事業所 府中町柳ヶ丘７１番２７号 ２８５-７６８５ 

カイゴの窓口 府中町浜田本町４番３号 ５１０-１９５０ 

ニックス居宅介護支援事業所 府中町瀬戸ハイム三丁目 16 番２号 ２８4-2942 

福くるケアサービス 府中町青崎東 10 番１０-１０2 号 ２75-4590 
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３.その他、高齢者が安心して暮らせる生活環境づくり 

 

高齢者が安心して暮らすことができるよう、災害や事故、犯罪、消費者被害などから高齢者の生命や

財産、生活環境を守る取組を行っています。 

(１) ユニバーサルデザイン 

高齢者、障害者をはじめ、すべての人々があらゆる場面で豊かな暮らし心地を実感できる「ユ

ニバーサルデザイン」に配慮したまちづくりが重要です。 

本町では、ユニバーサルデザインに配慮した公共施設の整備、誰もが安心して通行できる歩道

の整備（段差・勾配の改善等）を行い、高齢者にやさしいまちづくりを進めます。 

(２) 防災体制の整備 

① 地域ぐるみの防災組織づくりの推進 

地域の防災力を向上させるため、企業や地域で活動されている様々な団体等が参加する防

災訓練を行い、関係機関との連携・協力体制を構築します。また、自主防災組織が行う防災活動

への助成や、防火・防災出前講座等を実施することで、地域の防災活動の活性化を図ります。引

き続き、出前講座や広報を活用し、地域の防災意識の醸成を図るとともに、高齢者等に配慮し

た避難所の環境整備に取り組みます。 

② 避難支援制度の整備 

災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人等（避難行動要支援者）に対し

て、災害情報の取得や避難等の手助けを地域の中で素早く、安全に行うことができる支援体制

づくりを進めています。引き続き、災害時の孤立を防ぐため、避難行動要支援者名簿を整備し

個別避難計画を作成する等、要支援者一人ひとりの支援方法について検討を進めます。 

③ 福祉避難所の充実 

福祉避難所とは、居宅で生活する要介護認定者又は障害者で、かつ、食事、排泄、移動が一人

でできないなど、日常生活で介助が必要なため、一般の避難所等での生活に支障をきたし、何

らかの特別な配慮を必要とする人（以下「要配慮者(※)」という。）の良好な生活環境を確保す

るための避難所です。なお、福祉避難所は災害の程度や状況により必要に応じて開設されます。 

また、福寿館は一般避難所と福祉避難所を兼ねています。 

避難を要する事態になっても誰もが安全を享受できるよう、福祉避難所の充実を図ります。 
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[二次的に開設される福祉避難所の一覧] 

施設名称 所在地 

福寿館 浜田本町５番２５号 

府中町ふれあい福祉センター 

（マエダハウジング府中町ふれあい福祉センター） 
浜田本町５番２５号 

社会福祉法人 福祉の郷 なないろ作業所 浜田三丁目９番１号 

社会福祉法人 みどり会 府中みどり園 浜田一丁目６番７号 

社会福祉法人 かきつばた福祉会 府中福寿苑 茂陰二丁目６番２号 

社会福祉法人 FIG 福祉会 チェリーゴード 柳ヶ丘２０番２号 

④ 要配慮者に対する支援 

高齢者や障害のある人等の避難生活に配慮した福祉避難所（町内に６か所）を設置していま

す。今後も避難所における福祉ニーズを把握し、更なる支援体制の構築に努めます。 

⑤ 救急医療キットの拡充 ～いざという時のために～ 

救急及び緊急時に迅速な支援が行えるよう、一人暮らしの高齢者等に救

急医療キットを配布しています。これは、緊急連絡先やかかりつけ医等の情

報を専用の容器に入れ、自宅に保管することで、もしもの時に備えることを

目的としています。 

しかし、情報更新ができていない人が多いという課題もあります。広報や

町ホームページを活用し、より多くの人に利用及び更新をしてもらうよう周

知を行います。 

 

(３) 防犯体制の整備 

① 消費者保護の推進 

消費者を取り巻く環境は、サービスの多様化・情報化などの進展により、日々変化しており、

生活が便利になる一方で、不当・架空請求、悪質商法や振り込め詐欺など高齢者が被害にあう

ケースが増えています。そのため、消費生活相談コーナーを設置し、消費生活問題に関する相談

の受け付け、問題解決のための助言やあっせん等を行っているほか、消費者トラブルを未然に

防ぐため、広報による情報提供や地域への出前講座などの啓発活動にも取り組んでいます。 

引き続き、相談体制の維持と啓発活動の強化を進めていきます。 

② 防犯カメラ設置 

町内の主要交差点等に犯罪の未然防止と犯罪に対する抑止力向上を目的とした街頭防犯カ

メラを設置し、事故や犯罪があったときは、警察へ画像提供を行い、地域の防犯力強化に活用

しています。引き続き、地域の防犯活動を補う取り組みを進めていきます。 
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(４) 交通安全 

交通事故のない安全で安心な町を実現するため、交通安全キャンペーンを実施し、各種啓発チ

ラシや啓発品を配布し、交通安全を呼び掛けています。 

また、運動機能の低下等を理由に運転免許証を自主返納した高齢者を対象に支援（割引など

のサービス）をする事業者を募集する等の取組を行っています。 

引き続き、高齢者の交通事故の防止に向けた取り組みを推進します。 

(５) 移動支援 

町内循環バス「つばきバス」を含む町内の公共交通について、より利便性が高く持続可能な公

共交通ネットワークを形成するため、府中町公共交通協議会を組織し「府中町地域公共交通計画」

を策定しています。 

町内の公共交通の利便性を向上するため、つばきバスの運行を見直し、令和４年６月から運行

ルート・ダイヤの変更を行いました。また、公共交通不便地域を解消するため、清水ヶ丘・桜ケ丘

の一部地域において、令和４年１０月からデマンド型乗合タクシー「うぐいす号」の本運行を開始

しました。 

引き続き、府中町公共交通協議会において、つばきバス運行ルートの改善検討を行う等、誰も

が「おでかけ」しやすい地域公共交通を目指し協議を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つばきバス うぐいす号 
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重点的取組６ 介護保険サービスの提供体制の整備 

介護が必要になっても住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けるためには、社会全体で支え

ていくことが不可欠であり、適切な介護保険サービスが安定的に提供されることが大変重要です。介

護保険制度を持続可能なものとするため、介護給付の適正化と介護保険サービスの質の向上を図り、

介護保険制度の安定的な運営の確保を目指します。 

取組を進めるにあたり、地域、関係機関や団体、サービス提供事業者等と連携を強化し、介護離職

の問題解決を含む介護人材の確保・定着・育成に一体的に取り組むとともに、業務の効率化を図って

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

１.介護保険事業の円滑な運営 

 

(１) 介護給付の適正化（介護給付費適正化事業） 

高齢化の進展に伴う介護サービスの利用者数の増加により、介護費用は増大しています。こう

した中、介護保険制度の信頼感を高め、持続的運営を図るため、利用者に過不足のない適切な介

護サービスを提供する必要があります。本町では、国の「介護給付適正化計画に関する指針」に

基づき、広島県と連携を図りながら、介護給付の適正化に資する事業に取り組んでいきます。 

第８期計画において取り組むべきとされていた、「要介護認定の適正化」、「ケアプラン点検」、

「住宅改修等の点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」、「介護給付費通知」の主要５事業について

は、保険者の事務負担の軽減を図りつつ効果的・効率的に事業を実施するため、「要介護認定の

適正化」、「ケアプラン点検及び住宅改修・福祉用具点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」の３事

業に再編されたため、本計画において重点的に取り組みます。 

① 要介護認定調査の適正化 

介護支援専門員が、「認定調査員テキスト」を基に認定調査の全件チェックを行い、基本調査と

特記事項に矛盾がないか等を確認しています。 

② ケアプラン点検及び住宅改修・福祉用具点検 

ア. ケアプランの点検 

国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを活用し、「受給者の自立支援に資す

る適切なケアプラン」という観点から点検を実施し、介護給付費適正化を図ります。 

 

希望するサービスやサービス事業者を自由に選択し、質の高いサービスを受
けることができる。 

 

評価指標 現状数値 目標値 

介護者の就労継続見込みの割合 
（在宅介護実態調査） 

77.1％ 

（令和４年度） 
80.9% 
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イ. 住宅改修等の点検 

住宅の改修や福祉用具の購入及び貸与について、利用者の身体状況や生活環境を踏まえ

ているか、利用者の自立支援・重度化防止に寄与しているかの視点で有資格者（福祉住環境

コーディネーター）が点検し、必要に応じて現地調査を行い、プランの見直しや、より適正な

工事・利用方法のアドバイスを行います。 

統一的な対応と迅速に書類審査ができるよう「住宅改修の手引き」を作成し事業者等に配

布し、注意事項の周知の徹底を図っています。また、福祉用具購入の受領委任(※)制度によ

り利用者の利便性を図っています。 

③ 縦覧点検・医療情報との突合 

利用者ごとの複数月にまたがる請求明細書の内容を確認し、提供されたサービスの整合性

の点検（縦覧点検）や、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを活用した医療情

報との突合を行い、請求誤り等を早期に発見することで、介護サービス事業所に対し適切なサ

ービスを提供することを促し、費用の効率化に努めます。 

④ 介護給付費通知 

利用者に対し、事業者からの介護報酬の請求及び費用の給付状況等について通知を行い、利

用者が自ら受けているサービスを改めて確認することで、事業者の適正な請求を促しています。

引き続き、利用者にわかりやすい通知内容を目指します。 

⑤ サービス事業者の指導・監査 

介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため、運営指導・監査を行

います。 

運営指導・監査において、本町では、事前提出書類の削減や居宅介護支援事業所におけるケ

アプラン点検との同日開催等により「効率化」「標準化」を進めています。 

引き続き、「効率化」と「標準化」を実現し、根拠に基づいた適切な指導監査を実施するため、

国・広島県が主催する研修会等に積極的に参加するとともに、広島県をはじめ、関係機関と連

携を密にし、情報の共有と事実関係の把握に努めます。 

 

【第８期の実績（実績・見込み）と第９期の推計】 

区 分 
第８期（実績・見込み） 第９期（推計） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ケアプランの点検 2 事業所 3 事業所 3 事業所 3 事業所 3 事業所 3 事業所 

住宅改修等の点検（訪問調査等） 4件 1件 3件 12件 12件 12件 

縦覧点検・医療情報との突合 12回 12回 12回 12回 12回 12回 

介護給付費通知 2回 2回 2回 2回 2回 2回 

サービス事業所の指導・監査 5 事業所 9 事業所 4 事業所 5 事業所 5 事業所 5 事業所 
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(２) 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析 

国の基本指針で、「介護サービス事業者経営情報の調査及び分析」が令和６年４月から新設さ

れます。 

これは、「地域において必要とされる介護サービスの確保」を目的として、都道府県知事に対し

て、当該都道府県の区域内に事業所・施設を有する介護サービス事業者に係る当該事業所・施設

ごとの収益・費用等（介護サービス事業者経営情報）について、調査分析を行い、その内容を公表

するよう努力義務を課すものです。 

一方、介護サービス事業者に対しては、都道府県知事への「介護サービス事業者経営情報」の

報告を義務付けています。 

なお、介護サービス情報公表制度と同様に、報告拒否・虚偽報告の場合の対応として、 

①都道府県知事は事業者に対して、報告や報告内容の是正を命令することができること 

②事業者がこの命令に従わないときは、都道府県知事は、 

a)自ら指定・許可した事業者に対して、指定・許可の取消しや指定・許可の全部又は一部の

効力を停止することができること 

b)市町村が指定した事業者については、指定の取消しや指定の全部又は一部の効力を停

止することが適当であると認めるときは、その旨を市町村長に通知すること 

が規定されています。 

本町は、広島県と連携し適正に対処していきます。 

(３) 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進 

利用者の安心・安全を確保することは福祉サービスの基本であり、介護サービス事業者におい

ては、常に細心の注意を払い、安全にサービスを提供する必要があります。 

このため、日頃よりサービスの質の向上と併せて危機管理（リスクマネジメント）を適切に行い、

事故防止対策に万全を期すことが重要です。 

サービス利用者が安心・安全にサービスを利用できるよう、介護サービス事業者と連携して安

全性の確保に努めます。 

(４) 要介護・要支援認定の実施 

適正かつ円滑な要介護・要支援認定を行うことに留意して実施しています。 

なお、認定調査員の技術の向上に努めた結果、申請から認定までの期間は全国平均の３６．５

日を下回る３３．６日となりました。 

引き続き、認定調査員を安定して確保し、各種研修の受講や認定調査員間での意見交換を図

りつつ、国の「認定調査員テキスト」に沿った適正な認定を円滑に実施します。 
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(５) 低所得者対策・利用者負担軽減措置 

① 介護保険料の徴収猶予・減免 

【第８期の取組と課題】 

〇 主たる生計維持者の収入（事業収入・給与等）減少等により生活が困窮しているなど、介

護保険料の納付が困難な場合は、保険料を減免（猶予）しています。 

〇 令和３年度及び令和４年度の主な要因は、新型コロナウイルス感染症による休職等に伴

うものです。 

年度 件数 減免金額 

令和３年度 21 件 1,208,200 円（更正含む。） 

令和４年度 7 件 438,000 円（更正なし。） 

令和５年度 0 件 0 円 
  

【第９期の取組等】 

〇 引き続き、介護保険料の徴収猶予や減免制度についての周知を図り、被保険者の負担

軽減を行います。 

② 特定入所者介護サービス費の支給 

介護保険施設の入所や短期入所サービスの利用での食費・居住費が、低所得者に過重な負担

とならないように、所得に応じた利用者負担限度額を超えた場合、その超えた額を補足給付（特

定入所者介護サービス費）として支給します。 

③ 高額介護サービス費の支給 

同じ世帯内で受けた介護サービスの利用者負担の月額合計が、所得に応じた上限額を超えた

場合、その超えた額を高額介護サービス費として支給します。 

サービス利用実績に基づき、新規対象者には高額介護サービス費支給申請の勧奨通知を送付

し申請を促しています。 

④ 高額医療合算介護サービス費の支給 

同じ世帯内で、１年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合算して、年間の限度額

を超えた場合、その超えた額を医療費と介護サービス費の割合で按分し、高額医療合算介護サ

ービス費として支給します。 

⑤ 社会福祉法人等による利用者負担軽減 

社会福祉法人等が運営する特別養護老人ホーム等のサービスについて、法人が特に生計維持

することが困難な低所得者に対して利用者負担を軽減した場合、町がその費用の一部を負担し

ます。 
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２.介護保険サービスの質的向上 

 

(１) ケアマネジメントの充実 

介護支援専門員の育成により、ケアマネジメントを充実させることは重要課題の一つです。 

ケアプラン点検や実地指導、地域ケア会議等の実施により、介護支援専門員の質の向上に取り

組み、ケアマネジメントを充実させます。 

また、介護支援専門員や事業者の意見交換、情報共有の機会を確保するため、府中町域介護

サービス事業者連絡協議会との一層の連携強化を進めます。 

(２) 相談体制の整備 

近年増加している様々な相談に対し、広島県介護保険審査会や国民健康保険団体連合会等の

関係機関と連携を密にして対応します。 

また、一次的には本町で対応することが求められるため、介護保険事業所との連携を密にして

解決に努めます。さらに、介護保険の仕組み等を的確に伝えられるよう、研修へ参加するなど職

員のスキルアップを図ります。 

(３) サービスに関する情報提供の推進 

高齢者を取り巻く問題が複雑化・複合化している中、様々なニーズに対応する重層的な支援体

制の構築が求められています。 

地域住民の情報の利活用も課題解決のための重要な要素であり、本町では、高齢介護課窓口

や地域包括支援センターで、サービスに関する情報の収集に努め、わかりやすく情報提供するこ

とに努めています。 

また、どのようなサービス事業所、施設等があるか周知するために、町内が営業エリアの指定

居宅介護支援事業所一覧表及び町内の医療・介護マップの作成、配布を行っています。 

(４) 介護人材の確保・育成・定着 

介護人材を量と質の両面から確保するため、町と地域全体が一体となって、「参入促進」、「質

の向上」、「労働環境・処遇の改善」を進めるための対策に総合的・計画的に取り組んでいく必要

があります。 

① 介護の魅力発信 

介護職の仕事や魅力等を広く発信し、介護職への理解及び就業の促進を図るためパンフレッ

トを作成し魅力発信に努めていきます。 

② 介護人材の確保 

介護の仕事の社会的価値を早い段階で啓発していくことで、次世代を担う子どもが将来の職

業として考えるきっかけとなるよう、町内の中学生が体験するキャリア学習に合わせて「介護の

お仕事」の冊子を配付し、介護の仕事の魅力の発信と興味関心の醸成に努めています。また、府
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中町社会福祉協議会や町内介護保険施設では、次の世代を担う介護人材を育成するため、実習

生の受け入れを積極的に行っています。 

今後、年少人口及び生産年齢人口の減少が予測されることから、シニア世代がセカンドキャリ

アとして介護現場で活躍できるように、より多くの人が介護を知る機会を作るとともに、介護分

野で働く際の不安の払拭と介護現場での活躍の社会的意義の発信に努めます。併せて、初任者

研修や介護分野就職支援金貸付事業など就職に向けての情報提供などに努めます。 

③ 介護現場の業務の効率化 

介護の現場で働く職員が長く働き続けることができるよう、人材不足の時代に即した介護現

場の革新及び生産性の向上を図り、介護の質を維持しながら介護職員の身体的・精神的負担を

軽減し、効率的な業務運営ができるよう、文書負担の軽減を図るとともに、国・広島県と連携し

ながら介護ロボットやＩＣＴ機器の活用が図られるよう情報共有に努めます。 

本来、資格がないとできない業務に、介護福祉士などの有資格者が専念できるように、介護

サービス利用者の話し相手やレクリエーションの実施など、資格が無くても従事できる部分にボ

ランティアが介入し、介護職員とボランティアの協力体制のもと、利用者が自分らしく、安心して

生活できる環境の提供を目指します。 

また、介護現場で活躍できるボランティアを養成するための講座を開催するとともに、介護施

設等との連携を強化し、ボランティアが活躍できる場の創出に努めます。 

(５) ハラスメント対策を含めた働きやすい環境づくり 

介護現場における働きやすい環境づくりは、職員のモチベーション維持や離職防止に直結し

ます。事業所及び職員同士の尊重と協力のもと、職場内での嫌がらせや差別を無くしハラスメン

トを生まない職場風土を醸成することが重要です。 

介護現場における働きやすい環境づくりのためには、日頃からコミュニケーションを促進し、

適切な教育とトレーニングを重ねながら、スキルアップや労働条件の改善に取り組む等、様々な

方法があります。本町では、事業所が介護現場におけるハラスメント対策マニュアルを作成する

際、情報提供などの支援を積極的に行います。 

 

３.介護サービス基盤整備 

 

介護が必要となった高齢者が住み慣れた地域での暮らしを継続できるよう、また、高齢者自身によ

ってサービスの種類やサービス事業者を選択できるよう、中長期的な人口構造や介護ニーズの変化

を見据えた介護サービスの提供体制を整備していく必要があります。 

 

(１) 地域密着型サービス（本計画における看護小規模多機能型居宅介護）事業者の指定 

地域密着型サービス事業者の選定は、公募により事業者を募集した上で、府中町地域密着型

サービス事業所等設置及び運営事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という）に意見を求め、

公平・公正に事業者を選定します。 
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指定にあたっては、人員、設備及び運営に関する基準に照らし、各指定申請事業者のサービス

運営や内容を適切に審査し、基準に従って適正な事業運営を行うことができる事業者の指定を

行います。また、より運営面での安定性を評価するため、選定委員会に公認会計士を選任してい

ます。 

 

(２) 第９期介護保険事業計画期間中の施設整備方針 

 

① 看護小規模多機能型居宅介護 

通いを中心に宿泊・訪問といったサービスを組み合わせて柔軟に利用できる「小規模多機能

型居宅介護」と、医療ニーズにも対応できる「訪問看護」を組み合わせた「看護小規模多機能型居

宅介護」は、要介護者の在宅生活を２４時間支える重要なサービスとなります。 

第８期計画においては、看護小規模多機能型居宅介護の整備のための運営事業者を募集しま

したが、応募がなく未整備となっており、本計画においても引き続き１施設の整備を計画します。 

なお、既存の小規模多機能型居宅介護事業者からの申請に応じて、看護小規模多機能型居宅

介護への転換を認めることとします。 

【第９期期間中の整備計画】 

区分 
現状 

（令和６年３月現在） 
第９期整備計画数 

看護小規模多機能型居宅介護 ０施設 １施設（定員２９人以下） 

 

② 地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護は、「ア．定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介

護、複合型サービスを行う事業所が町内にあり」、「イ．町内の種類別地域密着型サービスの提供

量が計画で定める見込量に既に達しているか、指定により超えてしまう」場合は、指定をしない

ことができるとされています。 

本町では、現状を踏まえ、第９期計画期間中の指定をしないことを前提としています。 
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【本町の状況】 

項目 状況 

ア 
町内に定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所１箇所、小規模多機能

型居宅介護事業所３箇所を設置しています。 

イ 

第８期計画期間中では、一部を除いて既にサービスの提供量が計画で定め

る見込量に達しており、第９期計画で定める見込量も提供量に達する状態が

見込まれます。 

 

③ その他の地域密着型サービス 

整備目標数を設定せず、既存の介護サービス事業所・施設の利用状況など需要の動向に応じ

て、選定委員会に諮り、整備の必要性を判断していきます。 
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第５章 介護保険事業の推進 

１.事業量・事業費推計の流れ 

 

要介護・要支援認定者数の実績や給付実績を基に、本計画期間（令和６年度～令和８年度）と令和２２

年度の推計を行います。 
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２.第１号被保険者数・認定者数の推計 

 

(１) 第１号被保険者数の推計 

令和６年と比較すると、令和２２年では１,７２８人の増加が予想されます。 

 
資料：令和６年～令和８年及び令和２２年はコーホート変化率法による推計値 

(２) 要介護・要支援認定者数の推計 

令和６年と比較すると、第１号被保険者における要介護・要支援認定者数は令和２２年では５１０人

の増加が予想されます。 
     （単位：人） 

区分 
令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和22 年度 

(2024 年) (2025 年) (2026 年) (2040 年) 

要介護・要支援 

認定者計 

第 1 号被保険者 2,289 2,331 2,394 2,799 

第 2 号被保険者 43 43 43 35 

計 2,332 2,374 2,437 2,834 

 

要支援者計 

第 1 号被保険者 736 746 762 872 

 第 2 号被保険者 18 18 18 15 

 計 754 764 780 887 

  

要支援 1 

第 1 号被保険者 291 294 300 339 

  第 2 号被保険者 7 7 7 6 

  計 298 301 307 345 

  

要支援 2 

第 1 号被保険者 445 452 462 533 

  第 2 号被保険者 11 11 11 9 

  計 456 463 473 542 

 

要介護者計 

第 1 号被保険者 1,553 1,585 1,632 1,927 

 第 2 号被保険者 25 25 25 20 

 計 1,578 1,610 1,657 1,947 

  

要介護 1 

第 1 号被保険者 384 392 405 469 

  第 2 号被保険者 5 5 5 4 

  計 389 397 410 473 

  

要介護 2 

第 1 号被保険者 411 419 425 493 

  第 2 号被保険者 8 8 8 6 

  計 419 427 433 499 

  

要介護 3 

第 1 号被保険者 319 326 339 404 

  第 2 号被保険者 5 5 5 4 

  計 324 331 344 408 

  

要介護 4 

第 1 号被保険者 274 279 287 347 

  第 2 号被保険者 4 4 4 3 

  計 278 283 291 350 

  

要介護 5 

第 1 号被保険者 165 169 176 214 

  第 2 号被保険者 3 3 3 3 

  計 168 172 179 217 

資料：厚生労働省「見える化」システム将来推計 

      (人）

93,072 93,926 93,267
96,800

0
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95,000

20,000
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３.サービス別の見込量 

 

介護サービスの種類ごとの利用量と給付費については、これまでの利用実績等を基に、次のとおり見

込みを推計しました。 

給付費は年間累計の金額、回（日）数は１月当たりの数、人数は１月当たりの利用者数を表しています。 

なお、円単位の金額を千円単位で表示するため、計算結果と合計金額が一致しない場合があります。 

(１) 居宅サービス・介護予防サービス 

 

① 訪問介護（ホームヘルプサービス） 

ホームヘルパー等が、要介護者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助及び通院等乗降介助を行

うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 234,478 229,828 237,163 264,131 268,515 269,075 301,332 

回数（回） 6,301 6,100 6,255 6,894 6,950 7,010 7,854 

人数（人） 302 301 289 311 313 316 354 

 

② 訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護 

看護職員と介護職員が、要介護者・要支援者の自宅を訪問し、浴槽を自宅に持ち込んで入浴の

介護を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 10,321 8,642 8,222 9,583 10,363 11,035 11,803 

回数（回） 68 56 52 60 65 69 74 

人数（人） 13 12 12 14 15 16 17 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 0 0 0 0 0 0 0 

回数（回） 0 0 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 

 

③ 訪問看護/介護予防訪問看護 

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者・要支援者の自宅を訪問して療養

上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 128,911 137,363 131,602 142,081 143,871 149,455 166,534 

回数（回） 2,267 2,286 2,198 2,339 2,364 2,452 2,733 

人数（人） 224 229 213 227 229 237 264 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 12,581 15,338 26,689 27,369 27,940 29,621 33,402 

回数（回） 260 306 533 540 549 581 654 

人数（人） 35 42 67 68 69 73 82 
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④ 訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション 

病院・診療所の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、要介護者・要支援者の自宅を訪問して、

心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要なリハビリテーションを行うサ

ービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 12,068 12,311 10,676 11,809 12,576 13,256 14,945 

回数（回） 350 360 311 340 362 382 429 

人数（人） 31 32 31 34 36 38 43 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 3,551 4,564 7,921 8,398 8,775 8,822 10,285 

回数（回） 106 137 235 246 257 258 301 

人数（人） 13 15 23 24 25 25 29 

 

⑤ 居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導 

病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が、通院が困難な要介護者・要支援者の自宅を訪

問し、心身の状況や環境等を把握して、それらを踏まえた療養上の管理及び指導を行い、介護支援

専門員等へケアプラン作成等に必要な情報提供を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 44,068 47,057 51,588 53,726 55,117 57,429 65,620 

人数（人） 296 317 331 339 347 361 413 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 3,989 4,348 5,320 5,682 5,817 5,945 6,617 

人数（人） 29 32 39 41 42 43 48 

 

⑥ 通所介護（デイサービス） 

要介護者が老人デイサービスセンター等に通い、入浴・食事の提供とその介護、生活等について

の相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話と機能訓練を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 439,926 426,189 397,870 425,556 430,044 432,633 496,920 

回数（回） 4,711 4,498 4,215 4,412 4,454 4,484 5,150 

人数（人） 435 418 400 417 421 424 487 

 

⑦ 通所リハビリテーション（デイケア）/介護予防通所リハビリテーション 

要介護者・要支援者が介護老人保健施設や病院・診療所に通い、心身の機能の維持回復を図り、

日常生活の自立を助けるための、必要なリハビリテーションを行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 72,969 79,699 76,756 81,872 82,728 84,394 95,531 

回数（回） 675 733 716 742 751 767 873 

人数（人） 81 83 82 85 86 88 100 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 16,280 15,437 17,682 19,225 19,531 19,812 22,344 

人数（人） 42 41 43 46 47 48 53 
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⑧ 短期入所生活介護（ショートステイ）/介護予防短期入所生活介護 

要介護者・要支援者が老人短期入所施設や指定介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴・排せ

つ・食事等の介護等日常生活の世話や機能訓練を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 249,264 197,126 183,941 197,295 207,377 215,986 244,996 

回数（回） 2,427 1,941 1,769 1,876 1,965 2,043 2,318 

人数（人） 120 106 104 110 115 119 135 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 541 1,975 332 336 367 399 429 

回数（回） 9 33 5 5 6 6 7 

人数（人） 1 2 1 1 1 1 1 

 

➈ 短期入所療養介護（老健）/介護予防短期入所療養介護（老健） 

要介護者・要支援者が介護老人保健施設に短期間入所し、看護、医学的管理下の介護・機能訓練

等の必要な医療や日常生活の世話を利用するサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 2,877 4,139 4,553 4,617 4,623 4,636 5,797 

回数（回） 21 30 32 32 32 32 40 

人数（人） 3 5 4 4 4 4 5 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 0 0 0 0 0 0 0 

回数（回） 0 0 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 

 

➉ 短期入所療養介護（病院等）/介護予防短期入所療養介護（病院等） 

要介護者・要支援者が指定介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理下の介護・

機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を利用するサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 2,896 1,034 0 0 0 0 0 

回数（回） 30 10 0 0 0 0 0 

人数（人） 1 1 0 0 0 0 0 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 0 0 0 0 0 0 0 

回数（回） 0 0 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 

 

⑪ 短期入所療養介護(介護医療院) 

要介護者・要支援者が介護医療院に短期間入所し、看護、医学的管理下の介護・機能訓練等の必

要な医療や日常生活の世話を利用するサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 0 0 0 3,247 3,363 3,475 3,775 

回数（回） 0 0 0 29 30 31 34 

人数（人） 0 0 0 1 1 1 1 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 0 0 0 0 0 0 0 

回数（回） 0 0 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 
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⑫ 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与 

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者・要支援者の、日常生活上の便宜

を図り機能訓練に役立つ福祉用具について、選定の援助・取り付け・調整などを行い、これらの貸与

を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 99,922 106,180 102,671 107,050 108,964 111,849 128,111 

人数（人） 602 616 579 597 607 622 714 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 18,665 23,107 28,194 28,492 29,370 30,530 34,821 

人数（人） 223 253 298 301 310 322 367 

 

⑬ 特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売 

在宅の要介護者・要支援者が入浴・排せつ等に用いる特定福祉用具を購入した場合、本人の自己

負担割合分を除いた特定福祉用具購入費（実際の購入費の９割、８割又は７割相当額）を支給します。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 4,974 4,217 6,289 6,325 7,183 7,646 9,675 

人数（人） 13 11 13 13 15 16 20 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 1,070 1,424 1,968 2,310 2,652 2,978 3,250 

人数（人） 3 5 6 7 8 9 11 

 

⑭ 住宅改修/介護予防住宅改修 

在宅の要介護者・要支援者が、事前申請後に手すりの取付け等の住宅改修を行った場合、本人の

自己負担割合分を除いた住宅改修費（実際の改修費の９割、８割又は７割相当額）を支給します。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 9,842 8,159 5,650 9,177 9,764 10,814 13,243 

人数（人） 10 7 7 13 14 15 19 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 5,939 7,900 11,188 11,967 13,308 14,274 16,274 

人数（人） 5 7 11 12 13 14 16 

 

⑮ 特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護 

介護サービス事業所の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホーム等で、入居者である要介

護者・要支援者が、その施設の特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護、生活

等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を利用するサービスです。

施設が委託契約した訪問介護事業所等を利用する外部サービス利用型もあります。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 176,387 197,186 209,148 209,657 219,855 225,350 267,831 

人数（人） 75 84 87 87 90 92 109 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 13,609 13,582 13,294 13,909 14,627 15,327 16,455 

人数（人） 16 15 15 15 16 17 18 
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⑯ 居宅介護支援/介護予防支援 

在宅の要介護者・要支援者が、介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるよう

に、依頼を受けた専門機関により行われる介護サービス計画の作成、在宅サービス事業者との利用

調整や、介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを、居宅介護支援・介護予防支援といいます。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 186,028 176,718 160,328 170,361 173,554 175,788 199,810 

人数（人） 954 917 837 877 891 899 1,023 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 15,091 17,286 21,101 21,700 22,629 23,169 26,411 

人数（人） 262 296 357 362 377 386 440 

 

(２) 地域密着型サービス/地域密着型介護予防サービス 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

要介護者が自宅で生活できるよう、日中・夜間を通じて１日複数回の定期訪問と随時の対応を介

護・看護が一体的に又は密接に連携しながら提供するサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 12,780 15,215 14,037 14,235 15,215 15,753 18,571 

人数（人） 5 6 5 5 6 6 6 

 

② 夜間対応型訪問介護 

ホームヘルパー等が、夜間に要介護者の自宅を定期的に巡回したり、連絡に応じて訪問したりし

て、排せつの介護等の日常生活上の世話、緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅

において生活を送ることができるようにするための援助を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 1,767 2,529 2,335 2,368 2,583 2,807 3,019 

人数（人） 8 11 11 11 12 13 14 

 

③ 地域密着型通所介護 

要介護者が老人デイサービスセンター等（定員１８人以下の小規模な事業所が対象）に通い、入

浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話と機

能訓練を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 101,140 91,140 83,672 96,674 97,006 97,466 104,879 

回数（回） 1,133 1,020 942 1,029 1,038 1,047 1,150 

人数（人） 113 108 101 109 110 111 123 
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④ 認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の要介護者・要支援者がデイサービスセンター等に通い、入浴・食事の提供とその介護、生

活等についての相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話と機能訓練を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 52 632 783 794 795 811 881 

回数（回） 1 4 5 5 5 5 5 

人数（人） 1 1 1 1 1 1 1 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 0 0 0 0 0 0 0 

回数（回） 0 0 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 

 

⑤ 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心として、要介護者・要支援者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合

わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援するサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 114,467 136,354 135,394 162,653 168,116 174,023 200,235 

人数（人） 47 53 51 65 67 69 80 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 3,504 3,038 3,676 4,890 5,355 5,814 7,681 

人数（人） 4 3 4 5 5 5 7 

 

⑥ 認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護 

比較的安定状態にある認知症の要介護者・要支援者が、少人数５人～９人の家庭的な環境のもと、

共同生活をおくる認知症高齢者のためのグループホームで、入浴・排せつ・食事等の介護などの日

常生活上の世話や機能訓練を行うサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 233,025 252,220 269,103 276,531 283,420 290,352 343,895 

人数（人） 73 79 82 83 85 87 103 

予防給付 

（要支援１・２） 

給付費(千円) 694 982 0 0 0 0 0 

人数（人） 1 1 0 0 0 0 0 

 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

介護サービス事業所の指定を受けた入居定員２９人以下の有料老人ホームや軽費老人ホーム等

で、入居している要介護者が、その施設の特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の

介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を受けるサー

ビスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 0 0 0 0 0 0 0 

人数（人） 0 0 0 0 0 0 0 
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⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

入所定員が２９人以下の老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、要介護者に対し施設サー

ビス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護等日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の

世話を行う施設です。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 243,628 194,492 206,487 209,046 209,667 213,380 275,888 

人数（人） 70 53 57 57 57 58 75 

 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有した複合型サービスであり、要介護者の様態や

希望に応じ、通い・泊まり・訪問（介護・看護）を柔軟に組み合わせることで、住み慣れた地域での生

活を継続できるよう支援するサービスです。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 2,022 2,594 0 0 58,541 68,165 83,520 

人数（人） 1 1 0 0 20 23 28 

 

(３) 施設サービス 

 

① 介護老人福祉施設 

入所定員が３０人以上の老人福祉法に規定する特別養護老人ホームで、要介護者に対し施設サー

ビス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護等日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の

世話を行う施設です。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 361,799 439,685 447,010 463,666 473,297 475,358 589,276 

人数（人） 117 141 138 141 144 145 179 

 

② 介護老人保健施設 

要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、必要

な医療、日常生活上の世話を行い、在宅への復帰とともに、在宅生活の継続を支援する施設です。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 318,670 291,269 295,898 305,694 309,698 320,099 375,451 

人数（人） 91 85 85 87 88 91 106 
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③ 介護医療院 

要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、住まい・医療・介護・予防・生活支援の要素を満たし、

医学的な管理が必要となった後も、高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう支援を行う施設です。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護３～５） 

給付費(千円) 79,603 94,775 114,239 114,312 118,718 122,879 149,335 

人数（人） 19 23 28 28 29 30 36 

 

④ 介護療養型医療施設 

療養病床等をもつ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計

画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行

う施設です。ただし介護療養型医療施設は２０２４年３月に完全廃止が決まっています。 

区分 単位 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護給付 

（要介護１～５） 

給付費(千円) 32,652 13,167 0     

人数（人） 9 3 0     

 

(４) その他の給付費 

 
    単位：千円 

区分 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

特定入所者介護サービス費

等 
62,485 49,508 49,158 64,424 65,537 67,321 77,281 

高額介護サービス費等 63,860 59,339 67,349 76,695 78,032 80,156 91,833 

高額医療合算介護サービス

費等 
9,736 10,367 10,503 9,898 10,057 10,330 12,041 

審査支払手数料 2,991 3,057 3,093 3,170 3,197 3,224 3,699 

合計 139,072 122,271 130,103 154,187 156,823 161,032 184,855 
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(５) 地域支援事業 

 

① 介護予防・日常生活支援総合事業 

   単位：千円（括弧書きの数値を除く） 

区分 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

介護予防・生活支援サービス事業 

 介護予防訪問

介護相当 

サービス 

事業費 31,272 37,455 51,875 52,161 52,281 52,547 50,382 

 利用者（人） (155) (179) (200) (201) (202) (203) (194) 

 介護予防通所

介護相当 

サービス 

事業費 103,424 112,693 155,173 156,030 156,387 157,185 150,708 

 利用者（人） (298) (322) (380) (382) (383) (385) (369) 

 介護予防ケアマネジメント 15,011 16,199 19,600 19,708 19,753 19,854 21,314 

一般介護予防事業 55,182 47,441 55,908 56,217 56,345 56,633 60,798 

合計 204,888 213,798 282,606 284,167 284,817 286,269 283,257 

 

② 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費 

   単位：千円 

区分 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

包括的支援事業（地域包括支

援センターの運営） 
58,251 58,642 60,786 61,122 61,262 61,574 68,996 

任意事業費 12,235 12,664 14,184 14,262 14,295 14,368 16,100 

合計 70,486 71,306 74,970 75,384 75,556 75,942 85,095 

 

③ 包括的支援事業（社会保障充実分） 

   単位：千円 

区分 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 長期の見込み 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和２２年度 

在宅医療・介護連携推進事業 5,903 5,932 6,071 6,105 6,118 6,150 6,071 

生活支援体制整備事業 9,697 9,187 10,539 10,597 10,621 10,676 10,539 

認知症総合支援事業 5,846 5,815 6,030 6,063 6,077 6,108 6,030 

地域ケア会議推進事業 3,018 3,222 3,496 3,515 3,523 3,541 3,496 

合計 24,464 24,155 26,136 26,280 26,340 26,475 26,136 
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第８期計画（実績〔令和５年度は見込み〕）と本計画（見込み）の比較 

 
 

   単位：千円 

標準給付費 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅（介護予防）サービス 1,766,248 1,740,807 1,720,146 1,835,875 1,882,883 1,923,668 

地域密着型（介護予防）サービス 713,078 699,197 715,489 767,191 839,736 867,071 

施設サービス 792,724 838,895 857,147 883,672 901,713 918,336 

その他の給付費 139,072 122,271 130,103 154,187 156,823 161,032 

合計 3,411,123 3,401,170 3,422,885 3,640,925 3,781,155 3,870,107 

 

   単位：千円 

地域支援事業費 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防・日常生活支援総合事業

費 
204,888 213,798 282,606 284,167 284,817 286,269 

包括的支援事業（地域包括支援セ

ンターの運営）及び任意事業費 
70,486 71,306 74,970 75,384 75,556 75,942 

包括的支援事業（社会保障充実分） 24,464 24,155 26,136 26,280 26,340 26,475 

合計 299,838 309,259 383,712 385,831 386,714 388,685 

 

   単位：千円 

総事業費 
第８期実績（令和５年度は見込み） 第９期（見込み） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

標準給付費 3,411,123 3,401,170 3,422,885 3,640,925 3,781,155 3,870,107 

地域支援事業費 299,838 309,259 383,712 385,831 386,714 388,685 

合計 

3,710,960 3,710,430 3,806,598 4,026,756 4,167,868 4,258,792 

11,227,988 12,453,416 
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４.第１号被保険者の保険料 

 

(１) 保険給付費・地域支援事業費の財源構成 

介護保険は、介護を必要とする人が応分の負担をすることで介護サービスを受けられるように、

社会全体で支えることを目的とした保険制度です。例えば、要介護・要支援認定を受けた人が介護サ

ービスを受ける場合、収入に応じた自己負担割合で介護サービスを受けることができます。また、現

在、要介護認定等を受けていない高齢者も対象にした、介護予防のための取組等を実施しています。 

これらの財源は、国、都道府県及び市町村がそれぞれ税金から負担しているほか、被保険者が納

める介護保険料によって支えられています。なお、被保険者は、４０歳から６４歳の第２号被保険者と

６５歳以上の第１号被保険者に区分され、第１号被保険者と第２号被保険者の一人当たりの負担額が

同じになるように、人口割合により３年毎に負担割合が見直されます。 

令和６年度から令和８年度までの第１号被保険者と第２号被保険者の保険料負担割合は、それぞ

れ２３％、２７％となっています。また、第２号被保険者の介護保険料は加入している各医療保険の

算定方法に基づいて納付し、第１号被保険者は、各市町村で算定した介護保険料を納めていただき

ます。 

 

保険給付費 

■居宅給付費 

 

■施設等給付費 

 

 
地域支援事業費 

■介護予防・日常生活支援総合事業 

 

■包括的支援事業・任意事業 

 

※高齢者の所得や後期高齢者の割合に応じて市町村間で調整されます。 

調整交付金※

5.0%

国

20.0%

広島県

12.5%

府中町

12.5%

第2号被保険者

27.0%

第1号被保険者

23.0%

調整交付金※

5.0%

国

15.0%

広島県

17.5%

府中町

12.5%

第2号被保険者

27.0%

第1号被保険者

23.0%

調整交付金※

5.0%

国

20.0%

広島県

12.5%

府中町

12.5%

第2号被保険者

27.0%

第1号被保険者

23.0%
国

38.5%

広島県

19.25%

府中町

19.25%

第1号被保険者

23.0%
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(２) 総事業費見込み 

① 標準給付費の見込み 

  単位：千円 

標準給付費 
第９期 

合計 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護サービス給付費 3,486,738 3,624,332 3,709,075 10,820,145 

 居宅（介護予防）サービス 1,835,875 1,882,883 1,923,668 5,642,426 

 地域密着型（介護予防）サービス 767,191 839,736 867,071 2,473,998 

 施設サービス 883,672 901,713 918,336 2,703,721 

その他の給付費 154,187 156,823 161,032 472,041 

合計 3,640,925 3,781,155 3,870,107 11,292,186 

※その他の給付費とは、特定入所者介護（予防）サービス費（低所得者が施設に入所、あるいは短期

入所サービスに滞在したときの食費・居住費の補足給付）、高額介護（予防）サービス費（利用者が

１か月間に支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合に払い戻される給付）、高額医療合算

介護（予防）サービス費（医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が著しく高額になる場合に負

担を軽減する給付）、審査支払手数料（国民健康保険団体連合会に支払う手数料）等です。 

 

② 地域支援事業費の見込み 

  単位：千円 

地域支援事業費 
第９期 

合計 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防・日常生活支援総合事業費 284,167 284,817 286,269 855,252 

包括的支援事業（地域包括支援センタ

ーの運営）及び任意事業費 
75,384 75,556 75,942 226,882 

包括的支援事業費（社会保障充実分） 26,280 26,340 26,475 79,096 

合計 385,831 386,714 388,685 1,161,230 

 

③ 総事業費の見込み 

標準給付費見込額と地域支援事業費見込額を合計したものである総事業費見込額は、本計画

で約１２５億円となります。第８期計画の総事業費は、約１１２億円であり、比較して、本計画の総事

業費は約 10.9％増加する見込みです。 

  単位：千円 

総事業費 
第９期 

合計 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

標準給付費見込額 3,640,925 3,781,155 3,870,107 11,292,186 

地域支援事業費見込額 385,831 386,714 388,685 1,161,230 

合計 4,026,756 4,167,868 4,258,792 12,453,416 
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(３) 第１号被保険者の介護保険料基準額 

令和６年度から令和８年度までの３年間の標準給付費見込額及び地域支援事業費見込額をもと

に、第１号被保険者の保険料月額を推計しています。 

なお、保険料の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金を＊繰入活用する場合があります。 

  単位：千円(括弧書きの数値を除く) 

（A）総事業費 12,453,416 標準給付費と地域支援事業費の合計 

 標準給付費 11,292,186 標準給付費（令和６年度～令和８年度） 

 地域支援事業費 1,161,230 
地域支援事業費（令和６年度～令和８年
度） 

（B）第１号被保険者負担割合 (23.0％) 第１号被保険者の負担する割合 

（C）調整交付金差引額 255,674 
調整交付金相当額（５%）から調整交付金
見込額を差し引いた額 

（D）介護給付費準備基金繰入金 0 
＊保険料の上昇を抑制するため、準備基
金を繰入活用する場合は別途試算する。 

（E）保険料予定収納率 (99.38％) 過去の収納実績をもとに推計したもの 

（F）負担割合補正第１号被保険者数 (39,905 人) 
令和６年度～令和８年度の負担割合をも
とに補正した第１号被保険者数の合計 

 

〔（A）×（B）＋（C）―（D）〕÷（E）÷（F）÷１２ヶ月 

＝保険料基準額（月額） 
 

（注） ・保険料基準額（月額）は、切り上げを基本とした端数処理上、実際の計算結果と一致しません。 

・保険料基準額は、介護保険料所得段階が第５段階の人の保険料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ 介護保険料の推移 ～ 

平成１２年に介護保険制度が創設されて以降、要介護・要支援認定者の増加に比例して、介護

保険料も増加しています。第１期からの介護保険料基準月額の推移は、次のとおりです。 

区分 
第１期 

（Ｈ１２～１４） 

第２期 

（Ｈ１５～１７） 

第３期 

（Ｈ１８～２０） 

第４期 

（Ｈ２１～２３） 

第５期 

（Ｈ２４～２６） 

第６期 

（Ｈ２７～２９） 

第７期 

（Ｈ３０～R２） 

第８期 

（R3～R５） 

全国平均 ２,９１１円 ３,２９３円 ４,０９０円 ４,１６０円 ４,９７２円 ５,５１４円 ５,８６９円 6,014円 

広島県平均 ３,０４０円 ３,５７０円 ４,４４４円 ４,４６０円 ５,４１１円 ５,７９６円 ５,９６１円 5,985円 

府 中 町 ３,２００円 ３,４００円 ４,３５０円 ４,３００円 ５,５３３円 ５,７４１円 ６,１００円 ６,１00円 

（年額） ３８,４００円 ４０,８００円 ５２,２００円 ５１,６００円 ６６,４００円 ６８,９００円 ７３,２００円 ７3,２00円 
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(４) 介護保険料所得段階 

 

① 介護保険料所得段階及び介護保険料率 

総事業費の見込みから第１号被保険者の介護保険料を算定することになりますが、介護保険料

は、所得に応じた段階を設けて負担していただいており、住民税の非課税者層に配慮した分を、課

税者層が支えることで成り立っています。 

なお、介護保険料の所得段階及び保険料率は、国の基準が改正予定であるため、本計画におい

ても参酌します。 

 

② 公費による低所得者層の介護保険料軽減 

第８期計画では、消費税を財源とした公費の投入により、第１段階から第３段階までの介護保険

料率を引き下げ、介護保険料の軽減を行っています。 

 

【参考】 府中町第８期介護保険事業計画期間中の保険料率（令和６年１月３１日現在） 
 

対象者 保険料率 金額（月額/年額） 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老人福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税 

・世帯全員が住民税非課税で本人の課税年金収入額とそ

の他合計所得金額の合計が８０万円以下 

0.5 

【軽減後 0.3】 
1,830 円 /  22,000 円 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と
その他合計所得金額の合計が８０万円超１２０万円以下 

０.65 

【軽減後 0.4】 
2,440 円 /  29,300 円 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と
その他合計所得金額の合計が１２０万円超 

０．75 

【軽減後０．7】 
4,270 円 /  51,300 円 

第４段階 
住民税課税世帯で本人が住民税非課税で、本人の課税
年金収入額とその他合計所得金額の合計が８０万円以下 

０.85 5,185 円 /  62,300 円 

第５段階 
住民税課税世帯で本人が住民税非課税で、本人の課税
年金収入額とその他合計所得金額の合計が８０万円超 

１.００ 

【基準額】 
6,100 円 /  73,200 円 

第６段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が１２５万円未満 １.１０ 6,710 円 /  80,600 円 

第７段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が１２５万円以上 
２００万円未満 

１.２５ 7,625 円 /  91，500 円 

第８段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が２００万円以上 
３００万円未満 

１.５０ 9,150 円 / 109,800 円 

第９段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が３００万円以上 
４００万円未満 

1.60 9,760 円 / 117,200 円 

第１０段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が４００万円以上 
6００万円未満 

1.80 10,980 円 / 131,800 円 

第１１段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が６００万円以上 
8００万円未満 

2.00 
12,200 円 / 146,400

円 

第１２段階 
本人が住民税課税で、合計所得金額が８００万円以上 
1000 万円未満 

２.25 
13,725 円 / 164,700

円 

第１３段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が 1000 万円以上 2.30 14,030 円 / 168,400 円 
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(５) 収納対策 

介護保険料の確実な収納は、制度運営の根幹をなすものであり、被保険者の負担の公平性の観点

からも重要です。 

そのため、制度内容の周知や納付相談を強化するとともに口座振替の加入促進を図ることで、納

付環境を整備し、自主納付の推進を図ります。特に、新規滞納者（６５歳年齢到達者等）には、制度の

趣旨普及を行い、初期段階での未納への対応を行います。 

また、滞納対策においては、関係部署と連携し、十分な実態把握を行い、早期の電話催告や催告

書の送付等による徴収対策を行うことにより、収納率の向上に努めます。 
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第６章 推進体制の確立 

１.連携の強化 

 

本計画に盛り込まれた各施策・事業の実現を目指し、町はもとより関係行政機関、保健・医療・福祉の

関係団体、サービス事業所、近隣住民すべてが関わることにより、適正かつ確実な施策・事業とする緊密

な連携が必要です。 

そのため、本計画の一体的な推進にあたっては、行政内部における関係各課をはじめ府中町地域包括

支援センターや府中町社会福祉協議会との連絡調整を図るとともに、地域においては、町内会や学校、

医療機関、警察や消防、更には福祉施設や介護保険事業所、あるいはボランティア団体など、関係機関・

団体との連携を図り、町全体で計画目標の達成に向けた取り組みを行えるよう推進します。 

 

２.計画の周知・広報 

 

介護保険や高齢者保健福祉を進める上で、「広報」の役割は重要です。 

行政が実施していることや地域の活動等をわかりやすく町民に情報提供する体制づくりを進めます。 

また、広報の手段についても、広報誌、町ホームページをはじめ、各地域での出前講座の開催も積極的

に行い、情報発信と情報交流を進めていきます。 

 

３.計画の進行管理と評価 

 

計画を着実に推進させるため、計画のとおり施策が実行

できているか、整備状況に問題点が生じていないかなど、各

種サービスの計画の進捗状況について、毎年度評価を行い

ます。 

また、毎年度「府中町介護保険事業運営協議会」を開催し、

協議会における意見を参考に改善を図り、取り組みを充実さ

せていきます。 

なお、計画の各施策・事業については、計画の PDCA サイ

クルによって、円滑な事業の推進を図ります。 

 

４.計画の分析と公表 

 

厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムによる分析などを活用し、高齢化の進展状況、要介護

認定率の動向や介護サービスの利用状況など、地域の課題を的確に把握したうえで、分析結果等を勘案

して、介護保険事業を推進します。計画の実施状況については、町ホームページ等を通じて公表に努めま

す。  



 

 


